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農政産業観光委員会会議録 

 

日時       平成２７年６月２６日（金）     開会時間 午前 １０時００分  
閉会時間 午後  ４時０１分  

 
場所       委員会室棟 第３委員会室 
 
委員出席者    委員長   桜本 広樹   

副委員長  佐藤 茂樹 

委 員   浅川 力三  河西 敏郎  白壁 賢一   皆川  巖 

渡辺 淳也   高木 晴雄  早川  浩   小越 智子 

 
委員欠席者 なし  
 
説明のため出席した者  

 
農政部長 橘田 恭  農政部次長 大熊 規義 農政部技監 西野 孝   
農政部技監 渡邊 祥司  
農政総務課長 丹澤 尚人  農村振興課長 伏見 勝   
果樹食品流通課長 土屋 重文   農産物販売戦略室長 大久保 雅直   
畜産課長 駒井 文彦  花き農水産課長 清水 靖   
農業技術課長 相川 勝六  担い手対策室長 依田 健人  耕地課長 福嶋 一郎  
 
公営企業管理者 矢島 孝雄  エネルギー局長（企業局長併任） 赤池 隆広  
企業局次長 末木 鋼治  企業局技監 仲山 弘  エネルギー政策課長 井出 仁  
企業局総務課長 廣瀨 久文  企業局電気課長 日向 一郎  

 
 
議第（付託案件）  
   第６１号 山梨県公営企業の設置等に関する条例中改正の件  
   第６３号 平成二十七年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中農政産業観光委

員会関係のもの、第二条繰越明許費中農政産業観光委員会関係のもの及び第

三条債務負担行為の補正中農政産業観光委員会関係のもの  
    
審査の結果   付託案件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

審査の概要   まず、委員会の審査順序について、農政部関係、エネルギー局・企業局関係

産業労働部・労働委員会関係、観光部関係の順に行うこととし、午前１０時０

０分から午後２時４０分まで農政部関係の審査（途中、午前１１時３０分から

午後１時００分まで、午後２時８分から午後２時４０分まで休憩）を、午後２

時４３分から午後４時１分までエネルギー局・企業局関係の審査を行った。産

業労働部については６月２９日に審査を行うことになった。 
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主な質疑等 農政部 

 

※第６３号  平成二十七年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中農政産業観光委員  
会関係のもの、第二条繰越明許費中農政産業観光委員会関係のもの及び第三条  
債務負担行為の補正中農政産業観光委員会関係のもの付託案件 

 

質疑 

（やまなし農業施策大綱策定事業費について） 

白壁委員  何点かお伺いさせていただきたいと思います。まず、やまなし農業施策大綱

策定ですが、これはいろいろ変化してきたものでありますが、今回の内容では、

具体的にどう変えていこうとしているのか、まず、その辺をお聞きしたいと思

います。 

 

丹澤農政総務課長 新たな大綱につきましては、農政関係の総合計画として策定しているもの

ですので、全体とすれば、農村の振興、農業の活性化を含め、総合的な計画で

す。今回の策定におきましては、今後の農業振興の目標の１つにもうかる農業

の展開を掲げたところでございます。これに基づきまして、特色ある県産食材

の生産、あるいは需要に応じた販路の拡大に焦点を当てまして、積極的に取り

組んでいくという考え方でございます。 

 

白壁委員  これは前にもあったいわゆるルネサンスの関係で、そのルネサンスから今回

知事が変わり公約が変わったということでバージョンアップしたのかどうな

のかわかりませんが、旧ルネサンスとどんな点が違うのだろうか。 

 

丹澤農政総務課長 本県農業の基本的な指針でございますので、総合的なものという中で、今

回の大綱におきましては、前のルネサンス大綱とは違い、農業所得の向上に焦

点を当て、最終的には具体的な経営モデルをお示しするなどして農家所得の向

上に資する内容にしたいと考えております。 

 

白壁委員  旧ルネサンス大綱ももうかる農業ってうたってあったと思うんだけど。今回

は名前を変えて、農林水産省出の知事でありますから新たなものをつけ加えて

いくと思うのですが、旧ルネサンスにもあったことは間違いないと思います。 

  農業従事者１人当たりだとか、農家１軒の収入だとか具体的な目標とすると

ころがあるのか。 

 

丹澤農政総務課長 現時点では、今後開催いたします外部の検討委員会、関係団体等の意見を

聞きながら、最終的には具体的な目標を決定していきたいと考えております。 

 

白壁委員  ということは、具体的な目標はまだ決定してないということで、これから決

定するということか。俗に言う農業生産額が１,３００億円とか出ていますよ

ね。最近は落ちてきて９００億円を切るようですが、最終的に上げていこうと

言っている。それを考えていったとき、やはり１人当たりこうだとか、農家１

軒当たりこうだとか、今度法人化したり大規模化したりするのかもしれないけ

れども、総体的なものをもっと上げていこう、そのために１人当たりどうやっ

ていこう、幾らぐらいにしていこうということは必要だと思うんだけど、たし

か１,０００万円ぐらいを目指す話ぐらいなければ、本当の農業従事者という

のは成り立たないという話が前期も前々期もあったと思います。だから、その
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辺が明確になっていないと、調査しながら決めていくというだけではだめだと

思う。 

  例えば計画の中で、山梨でないにしても、国でこうだとか、こういう農業で

は１,０００万円ぐらいとか８００万円とかというものがあったような気がし

ますが、わかりませんか。 

 

丹澤農政総務課長 普及のレベルでそういう所得を示したものはございますが、今回の大綱の

中では、経営規模に応じて、委員御指摘のとおり、５００万円とか１,０００

万円とか、ある程度具体的に目指すべき所得と、その経営規模、経営内容がわ

かるようなモデルをお示ししたいと考えております。以上でございます。 

 

白壁委員  企業で勤めている人よりも高いぐらいの収入がないと、３Ｋだとか４Ｋだと

いうところもあるから、少しでも高めるために頑張っていただきたい。 

  具体的にどんな工程、スケジュールで行く予定なのか。 

 

丹澤農政総務課長 今後につきましては、予算を御承認いただいた後、７月中には外部の意見

を聞くための検討委員会を設置して、開催をしたいと考えてございます。その

検討をいただく中で、素案については１０月をめどに取りまとめ、パブリック

コメントを実施いたしますとともに、県議会でも御論議をいただいた上で、年

内には新たな大綱を策定したいと考えております。以上でございます。 

 

白壁委員  農業といってもいろいろあって、先ほど各課長が説明してくれたようにさま

ざまな農業があるんだけど、目指す農業というのは、どういう農業でどの程度

の収入を考えるのか。例えば果樹の人たちは１,１００万円を目指したいとか、

高額であるとか、花卉の人たちはもっと高い商品があるからだとか、こういう

分け方というのはどう考えるのか。 

 

丹澤農政総務課長 検討委員会の委員には、水産、畜産含めて委員をお願いしたいと考えてお

ります。最終的にお示しする経営モデルにつきましては、各地域の特性に合っ

たものということでございますので、果樹地域には果樹地域に合った果樹を主

体とした経営モデル、富士北麓地域等につきましてはそういう特産を主体にし

た経営モデルということで、具体的に５００万円、１,０００万円レベルにな

ろうかと思いますけれども、経営モデルをお示ししたいと考えております。 

 

白壁委員  そこにこだわるというのは、先ほどから言うとおり、企業に勤めている人は

年収１,０００万円です、農業をしている人は年収２００万円です、３００万

円ですといったら、農業やる人少なくなってしまいますよね。それは年齢にも

よるのかもしれないし、機械化によっても違うのかもしれない。ただ、いくら

かでも農業従事者の収入を上げていく努力をしてほしいということです。 

  ただ、さっきも協議会を開いてと言っていましたが、有識者とか知識者とか

という人たちというのは、机上の空論の人たちばかりで、本当はそこで働いて

いる人たちの収入をいかに上げるか、その人たちの意見を聞くということが一

番重要だと思うのだけど、この点についてどう考えるのか。 

 

丹澤農政総務課長 １回目の検討委員会を開きまして御意見をいただいた後になりますが、８

月ごろから農務事務所単位に地域の説明会を開催いたします。その中で、大綱

策定の基本的な考え方も御説明し、あわせて、生産者や市町村ＪＡ等の関係団

体を含めまして、幅広に現場の意見を聞いてまいりたいと考えております。以



平成２７年６月定例会農政産業観光委員会会議録 
 

- 4 - 

上でございます。 

 

       （クニマス展示施設整備事業費について） 

白壁委員  ぜひそういう方向で努力をしていただきたいと思います。 

  ほかにも幾つかあるのですが、地元の関係が１つ出ていたので、これを聞い

ておかなければならない。クニマスの展示施設整備事業費ですが、当初つくり

ましょうと言ってから、幾つかの要因があって、遅延しましたね。私が一般質

問したときには、今年のいつごろ検討して、来年度の何月を完成と言っていた

のがおくれました。地元では相当待ち遠しいのだけど、現状の工程では、いつ

ごろ着工していつごろ完成するのか。 

 

清水花き農水産課長 今後のスケジュールですが、今年度に繰り越しをして、５月で実施設計

が完成しましたので、今回予算成立後には入札の公示を７月中に行います。入

札につきましては８月の下旬を予定しておりまして、工事の着工が９月の上旬

ということになります。完成が２８年３月ということで、開館につきましては、

次年度２８年の４月を予定しております。 

 

白壁委員  ４月オープンはいいんだけど、ちょうどかき入れのときに工事するというこ

とですね。冬場、あそこはコウモリ穴があるからクローズしているから、本当

はそういう時期に工事をするべきなんだけど、おくれた原因は何なのか。 

 

清水花き農水産課長 昨年度クニマス展示施設の計画を立てるに当たりまして、基本設計を４

月に行いました。当初、９月の補正で実施設計をお願いする予定でしたが、地

元といろいろな調整等かかりまして、９月の実施設計が１２月に延びたことが

あります。そういうこともあり若干おくれましたが、着工につきましては、地

元からトップシーズン中の６月、７月、８月については工事をしないでほしい

という要請がありましてので、９月の着工になります。ただし、コウモリ穴に

入る方の制限をなるべくしないように、この期間も工事は着工いたしますが、

入園者等の阻害にならないような形で進めていきたいと考えております。 

 

白壁委員  ということは、トップシーズの夏場は工事しないと、それが終わってからや

るということですね。わかりました。 

  たしかこれは、事業費は県単ではなく、国補が絡んでいたと思うんだけど、

その比率を教えてもらえますか。 

 

清水花き農水産課長 国の交付金を半分いただきまして、２分の１国補、県単２分の１で工事

を進めていきたいと考えております。 

 

白壁委員  ということは、設置する富士河口湖町では、お金の負担はないということで

すか。確認です。 

 

清水花き農水産課長 建設につきましては全て県の負担で行います。 

 

白壁委員  そこは無料で入れるんですか。有料になる予定ですか。その運営、いわゆる

入園料について、無料なのか、有料なのか。 

 

清水花き農水産課長 クニマスの展示施設は、県の行政機関として設置するものであり、無料

で入っていただくようになります。 
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白壁委員  あそこは、無料のところと有料のところが２つあるよね。いわゆる洞穴へ入

るところは有料ですから、入り口が２つできるということでしょうか。 

 

清水花き農水産課長 コウモリ穴の入場等につきましては、ゲートがありますので、そこから

入る形になります。クニマスの展示施設については、現在の管理棟の入り口が

２カ所ほどありますので、そこから自由に出入りできる形になります。 

 

白壁委員  いい施設をつくったら、有料にして、収入をふやす。よく言う、君主は貞に

して諒ならずと。決まり切った法的なものがあるのかもしれないが、臨機応変

にとれるものはとっていくべきだという論語だが、こういう捉え方はなかった

のか。 

 

清水花き農水産課長 今回展示施設をつくるに当たりましては、先ほどのように国の交付金も

いただいたということで、これにつきましては行政財産という形で設置するも

のであります。繰り返しになりますが、県の行政機関として設置するものです

ので、料金を徴収する根拠がありませんので、入場料はとらないということで

決定をしたところです。 

 

白壁委員  行政財産云々というと、さっきの貞というやつだね。それは決まりもあった

り、法律を遵守というんだけど、その法律もいろいろ捉え方によって、中の施

設によったり、いろいろ考え方によってはクリアできる面もあると思うんだけ

どね。それはそれでいいです。 

  県の行政財産を県が直営で管理するのでしょうか。 

 

清水花き農水産課長 管理運営に当たりましては、地元の富士河口湖町あるいは地元とも協議

を重ねてまいりましたが、設置につきましては県で行います。中の管理運営に

つきましては、既存のコウモリ穴と一緒に町が管理運営するという方向で、町

の管理運営ということで地元との調整を進めてまいりました。 

 

白壁委員  ということは、県でつくったものを町に委託するということか。管理を委託

ということでいいのか。そうなったときには、例えば管理をする人たちが運営

を考えていくことができるんであって、さっき言うように、全てが貞じゃない

んだよと。諒でもないんだよ、真でもないんだよと。いろいろな捉え方をやっ

ていくことによって委託すると、例えば管理費、入園料がとれるじゃないかと

いう捉え方もできると思うが、その辺どうですか。 

 

清水花き農水産課長 現在、町ではコウモリ穴の入場料を大人３００円で徴収しております。

これは町の行政財産ということで設置しております。今回クニマス展示施設を

設計するに当たり、町から、食事の提供スペース、あるいは売店等をそのまま

残してほしいという要望がございまして、町では、今回の展示施設に合わせて、

地元の特産品とか加工品をそこで販売するということで、管理委託料等に充て

たいという考えであります。 

 

白壁委員  いずれにしても今度は管理するほうも管理するほうで、つくっていただきた

いはつくっていただきたいんですけれども、管理するほうは管理するほうでそ

れなりの経費もかかったりする。それによってお客さんが呼び込める、なおか

つそこに来られたお客様がいわゆるＣＳ的な、カスタムサティスファクション
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的に満足していただければ、また売り上げが伸びたり、価値観が上がっていく

んだよね。そうすると、入園料が入ってもいいじゃないかという捉え方なんだ

けど、その辺はその辺で地元とも相当協議をしてくれたようなので、早期にす

ばらしいものをつくってもらいたい。本当は新築してほしかった。内装だけじ

ゃなくて、改築してほしかったが、それはそれでいいです。 

   

       （やまなし農業・農村総合支援事業費について） 

白壁委員  農３ページで、これもやっぱり旧ルネサンスだよね。その中で引き継ぐとい

うことでありましたが、これまでの実績というのはどんなものがあったのか。 

 

伏見農村振興課長 やまなし農業ルネサンス総合支援事業につきましては、平成２０年度から

実施をしておりますが、これまで市町村を通して延べ１０５の団体へ助成をし

ております。出荷施設の設備、トラクター、果樹の剪定枝の粉砕機などの共同

利用機械、鮮度保持のための予冷設備、直売所の整備などに支援を行いまして、

生産力の向上や販売力の強化を図ってきたところでございます。 

 

白壁委員  何かここら辺の予算をずっと見ていくと、ルネサンス大綱の強化とかと言っ

ているけれども、ルネサンス大綱をそのままやっているような気がするが、そ

うでもなく、それなりに強化しているのかな。いや、ここばかりじゃなくて、

ほかにもあるのだが、旧ルネサンスとどんなところが違うのか。 

 

伏見農村振興課長 今回のやまなし農業・農村総合支援事業とやまなし農業ルネサンス事業の

違いということになるのですが、ルネサンス事業につきましては、出荷施設や

共同利用機械、直売の整備など生産力や販売力の強化を、重点的に支援を行っ

てきたところでございます。この新規事業につきましては、これらの取り組み

に加えまして、市民農園など体験農業や都市と農村の交流に必要な機械、備品

の整備など農村地域の活性化のための支援もバランス的に強化していきたい

と考えております。 

 

白壁委員  市民農園ってどんなものなのですか。 

 

伏見農村振興課長 市民農園につきましては、市民農園整備促進法がありますが、農地を都市

の方たちにお貸しして、そこで農業体験をしていただく形になります。 

 

白壁委員  昔、ドイツへ行って見てきたクラインガルテンみたいなものでしょうかね。

これは甲斐市だとか、北杜市もやっているね。 

 

（「南アルプス市」と呼ぶ声あり） 

 

白壁委員  南アルプス市もやっているのかな。それなりに効果が出ているようだけど、

なかなか規制的なものがあり厄介なようですが、そういう規制が少しでも解除

してくると。優良農地にはつくれるとかつくれないとか、農振地域にはいいと

か悪いとか、宿泊施設はだめだとか、農機具を置くところはいいけど、トイレ

はいいけど、ほかはだめだとかなんていうのがあったと思うんだけど、この辺

は最近少しやわらかくなったという情報があるんだけど、どうなのか。 

 

伏見農村振興課長 市民農園整備法につきましては、市民農園として貸し付ける区域を市町村

が決め、そこで開園する人たちが整備計画をつくり、その整備計画を市町村が
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認定するという形になります。この認定をする中身の中に、先ほど言われまし

た、例えば農機具を置く施設とか、あるいはトイレのような形の施設を計画の

中に入れて、それを関係部局等の同意を得て市町村が認定するという形になっ

て、特に農振の農用地の中の１種農地であっても、それが認められる形になれ

ば、そのまま整備で農転等の手続なくできるという形になっております。 

 

白壁委員  これまでの取り組みというか、旧ルネサンスに加えてさまざま強化してくる

ということだけど、例えば今言っている市民農園だと、大体、１カ月３万円と

か４万円とかそんな数字を聞いたことがあります。そこで、農業して、帰られ

る、ショートステイだけではだめだと思う。こんないいところだから、もっと

ちゃんとした家をつくりたいとか、借家をしてそこで余生を暮らしたいとかも

出てくるのかもしれないが、具体的にどんな効果を期待しているんだろうか。 

 

伏見農村振興課長 市民農園につきましては、都市の方が来るということで、そのまま外部刺

激といいますか、年寄りとの交流が深まり、当然そこで定住や雇用も生まれて

くる場合もあります。それから、市民農園をしながら、自分も農業をやってみ

ようかという方もいらっしゃると思います。そうすると、担い手が生まれてき

て、基本的にはそこで農村地域が活性化することを期待しております。 

 

白壁委員  市民農園にずっとこだわっているようだけど、市民農園をつくるときには、

何か補助的なものがあるのか。例えば基盤を整備したとか、そこへ農機具の小

屋をつくって、汗をかくからシャワーブースを置いて、次の日もやりたいから

そこにベッドルームがありましたと、そういう施設をつくったときに、何か補

助的なメニューはあるのか。 

 

伏見農村振興課長 今回の新しい事業の中でも、市民農園にかかわる設備等を調整するように

なっておりますが、国の補助の中でもありますので、国の補助対象にならない

簡単な農機具を置くなどについて、この県単事業で対応しようと思っておりま

す。ただ、滞在型の施設については、それぞれの補助金の条件等がありますの

で、基盤整備につきましては、市民農園のエリア的な問題もありますから、例

えば、何町歩も区画整理をして、その中の一部に市民農園をつくる場合であれ

ば、大きな事業の中で取り入れられるかと思います。ちょこちょこっとしたこ

とになると、いろいろな条件がございますが、例えば、耕作放棄地を全面的に

解消して市民農園ということであれば、国から再生利用の交付金が、２分の１

ですが、使えることになっております。 

 

桜本委員長  恐れ入ります。話がちょっと狭い域に入ってしまっていますので、課長も、

この事業に基づいたことを説明してください。 

 

       （県産果実海外販路拡大支援事業費について） 

白壁委員  この予算の主たるものは、市民農園等を活用しながら、それをプラスして旧

ルネサンスを入れていこうということだね。これは決して所管から外れている

とかいうことないから、ちゃんと答えるところは答えていいよ。 

  次に、農７ページです。海外の輸出で５億円を超えたとか超えないとかとい

ろいろ言っております。１つは国内で消費される果樹などにももっと力を入れ

ていくべきだということは僕の信念の中にありますが、外国へ物を輸出しよう

という機運が高まってきて、いわゆるモールを今回外国に設置してつくってい

くことが１１７の公約に入っていますね。そんな関係でこれも動き出したんじ
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ゃないかと思いますが、具体的にどんな地域にどんなものを考えているんだろ

うか。例えば所管が違うけれども、観光部もそのモールを活用して、外国から

来られるインバウンドのお客様をふやそう、日本を売り込もう、山梨を売り込

もう、富士山を売り込もう、北杜を売り込もう、どこを売り込もうと考えてい

るけれども、どんなことを今やろうとしているんだろうか。 

 

大久保農産物販売戦略室長 この常設の拠点につきましては、いわゆる展示販売という側面と

観光情報の発信という大きな２つの側面を考えております。展示販売につきま

しては、県産の農産物、果実、野菜、肉類等も想定しております。それから、

ワインとかお酒とかという地場産品といった展示販売を１つには想定してお

ります。それから、もう１つの大きな柱の観光情報でございますが、やはりイ

ンバウンド観光を意識しまして、シーズンシーズンの観光情報、現地語による

パンフレット、できれば映像なども流せれば一番魅力が発信できるのではない

かと考えております。あとは、それぞれ旅行シーズン前にある程度の現地でイ

ベント等も開催する中で、総合的に情報を発信していきたいと考えています。 

  それから、委員からお話のありました国の問題でございますが、現在、調査

をこれからやっていくわけですが、とにかく今、大量に輸出をしておりますの

が香港、台湾の２カ国になります。それから、今後新たな需要が見込まれる、

あるいは需要が発掘できそうなところで、シンガポールとかタイとか、あるい

はマレーシアとか、あるいはインドネシアなど、全部で９カ国程度を対象とし

まして、これから検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

白壁委員  ９カ国というとすごいね。一遍に９カ国全部設置するのか。 

 

大久保農産物販売戦略室長 この９カ国につきまして、私どもでジェトロや農水省などいろい

ろ協力をいただく中で、やはり現地へ持っていけないとお話にならないという

ことがございますので、植物検疫、肉とか酒の輸入の規制の状況とか、それか

ら、最新動向といったものを全部踏まえるということと、あと、もう１つには、

現地でそういったものを買っていただけるかどうかという、購買力、所得の問

題があろうかと思います。そういったものによりまして、当面その９カ国を２

カ国程度に絞ってまいりまして、それらにつきまして、現地の消費者の実際の

ニーズとか出店の規制、あるいは手続等、そういったものの調査を実施してま

いりたいと考えております。 

 

白壁委員  ということは、９カ国じゃなくて、１カ国とか絞るのではなくて、２カ国に

設置するということか。今、二律背反というか乖離している部分があります。

というのは、観光部は今回、例えばフィリピンを狙おうとしています。何でフ

ィリピンかというと、今までの他の都道府県が狙っていないところ、あんまり

実績がないところ、これから伸びるだろうというところを観光部は今、狙って

いるようなんです。ほかの県と一緒のことをするなと。最初に観光部はインド

ネシアに行き、そのころよかったんだけど、インドネシアに行ったら、ほかの

ところもみんな入ってしまった。その中で今度は農政部が果樹を売ろうとする

と、桃の芯の何とか虫がどうだとか、規制が厳しくて輸出できないということ

がある。全てがそうじゃないが、ブドウとかいろいろなものがあるから。だか

ら、そういうところで狙ってくると、同じモールの中に、同じ県の中で目標が

若干違ってくるのかなというところが見えてくるんだけど、その点と、２カ所

でいいのか。９カ国のうち２カ所を狙うのか。 
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大久保農産物販売戦略室長 まず後段の数につきましては、最終的にそれを設置してまいる国

は１カ所ということで現在考えさせていただいております。 

  それから、委員から御指摘のありました、観光部でフィリピンを狙う話がご

ざいまして、その観光サイドのインバウンド、どこを狙っていくか、私どもも

もちろん農産物あるいは農産物の加工品、それから、地場産品、これは産業労

働部の扱いになりますが、どこをターゲットに狙っていくかということで、今、

毎月３部で検討会議をずっと開催をしてきております。最終的には総合的にそ

れらのものをトータルしまして、きちんと３部で検討してまいりたいと考えて

おります。以上でございます。 

 

白壁委員  なかなか調整難しいかもしれないね。そういいながらも、ぜひ調整して、１

カ所じゃなくて、数カ所できるよう、ぜひ頑張っていただきたい。 

  あとは、調査をジェトロに委託すると今聞いたんだけど、ジェトロのほかに

どういうところがあるのだろうか。 

 

大久保農産物販売戦略室長 今、委員からお話ありましたように、私どもで現在、この調査に

ついてジェトロに委託させていただこうと考えてございます。ジェトロはアジ

ア地域だけで２６カ所の現地事務所を既に持っておりまして、工業系、農業系

とかいろいろ分野はございますけれども、海外マーケットにかなり精通されて

いることもございますので、そのように考えてございます。 

  あと、それ以外といたしますと、日本国内のコンサルにお願いをすることも

全く不可能ではないとは考えてございますが、やはり今回の調査は、現地の事

情をまずきちんとよく把握されているということと、それから、現地でまた調

査員の雇用とか、あるいは実際に調査の手法の研修なんかも相当やっていただ

かなければならないということもあると思っておりますので、現在はジェトロ

にということで考えてございます。 

 

白壁委員  ジェトロというと世界中にありますが、今言っているところはアジアを狙っ

ているわけだね。アジアには、昔、旧通産省が９７％出資してアセアン諸国か

ら出資を募ったアセアンセンターがあります。これはどちらかというと輸出入

の輸入の部門だけど、輸入ということは現地のオペレーターなんかとのつなが

りがすごく深い。ちょっと前は山梨県出身の人がジェトロの理事長で広報室だ

ったので、アセアンセンターなどの活用も考えていただきたいと思いますが、

工程的にはどうなんでしょう。いつごろまでに調査を終えて、いつごろ出すと

か、そういう工程はあるのでしょうか。 

 

大久保農産物販売戦略室長 この調査につきましては、現地、先ほど言いましたように、調査

員の雇用とかもございますので、ジェトロとの協議を少し始めさせていただい

ておりますが、その中ではおおむね５カ月程度ということで先方から話がござ

います。ただ、私どももうちょっと短くならないか、せめて４カ月ぐらいの中

におさめていただけるように、今、工程も見直しをさせていただいておるとこ

ろでございます。 

 

       （陸上養殖チャレンジ事業費について） 

白壁委員  ５カ月という意味もわからないし、１カ月短くしろという意味もわからない

んだけど、最終がここだから、そのためには逆算していくとここしかないから、

これまでに上げてほしいという意味で４カ月なのか。ということであれば納得

できるんだけど、十進法上の５だとか、半年後、１年を２に割るから６だとか、
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いう言い方をするんだけど、少しでも短くという何か根拠があるのか。これま

でに開設したい、他部局との調整によってはこれまでに行くからというのもあ

るのでしょうか。そんなことくだらないから、まあいいです。 

  陸上養殖と聞いて、何の意味かわからなかったんです。陸上養殖というから、

陸の上で養殖して、まさか山梨県の山の中で海の水を引っ張ってきて、養殖な

んかできないだろうと。山梨県というと、淡水のニジマスだとか、いろいろ水

産試験場でいいものを開発してもらって、今、市場に若干のり始めているもの

もありますし、これからのものあるという捉え方をしていたんだけど、この陸

上養殖の定義というとどういうものか。 

 

清水花き農水産課長 今、陸上養殖の定義ということでしたが、海面養殖と比較して陸上養殖

という言葉を使っております。まさに陸上に人工的につくった環境のもとで養

殖を行うということです。この養殖の方法で、かけ流し式と、もう一方で閉鎖

式がございます。簡単に説明いたしますと、かけ流しというのは沿岸部でまさ

に、海水を引っ張ってきて、そこで飼育して、また海に戻すというものがあり

ます。一方で、内陸部で行う閉鎖循環式というものがありますが、これは飼育

水を、ろ過システムを用いて浄化しながら循環して養殖するものです。ですか

ら、飼育水は基本的には排水しないというものがございます。 

 

白壁委員  何だかよくわからないのですが、何でわざわざこの山の奥でそういうことを

するのか。意味は何なのか。 

 

清水花き農水産課長 現在、陸上養殖につきましては、県外の各地で行われているところがあ

りますが、山梨県内におきましても、幾つかの事業者あるいは自治体からこう

いうものに取り組んでいきたいという要望を聞いております。また、旅館、ホ

テルなどの観光業者からも、新たな海水魚を使って特産品をつくっていきたい

という要望がございます。今後、東京オリンピックの開催に向けて観光客の増

加も見込まれますので、新たな地場食材を提供して、観光地としての魅力も高

める必要があると思いますし、山梨県では豊富な水あるいは温泉資源等もあり

ますので、こういうものを利用しながら山梨県内での陸上養殖に取り組んでい

きたいと考えております。 

 

白壁委員  陸上養殖でこういうものを持ってくるということが何かよくわからなかっ

たんだけど、例えば海水をつくるのか、持ってくるのかわからないけれども、

イメージ的には、マグロとか、ああいう大きなものを考えると、最近は、養殖

できないようなものも養殖できるようになった。でも、それは地場の商品では

ないような気がします。地場というと、淡水で、例えば私が住む河口湖には、

昔コイとかフナがあって、フナはフナの洗いをつくったり、コイを薄く切って

それを酢みそで食べました。昔はマグロなんていうのは、沼津から上がってく

るんだけど、そんなに来なかった。だから、昭和の初めのころには、刺身はコ

イの洗いだった。そういうのをみんな忘れてしまって、わざわざ海のものを持

ってきて、いや、他県でもやっていますから我々もやらなきゃというところな

のか。それでもいろいろなものにチャレンジすることはいいことで、頑張って

もらいたいが、どんなものを養殖しようとしているのか。 

 

清水花き農水産課長 現在陸上養殖で進んでいるものがチョウザメとトラフグであります。今

後、実需者と検討して、それも含めて魚種を検討したいと考えております。 
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白壁委員  チョウザメ、通称キャビアとかいうやつだね。ロシアのクラスノヤルスクと

いうところは、モスクワから４時間ぐらい行ったところで、日本人は三、四人

しかいないところですが、そこに僕よく行ったんだけど、やっぱりチョウザメ

やっているんです。チョウザメというのは、キャビアをとって、黒いダイヤ、

あの身は薫製にするとすごい脂があっておいしいから、チョウザメなんかはい

いのかもしれない。あと、フグでしょうか。いろいろ考えていただき、いいも

のをぜひつくってもらいたいと思います。それはそれでいいけど、これを県が

やっていくのか。それとも、こういうものを民間がやっていくのに県が知識を

与えたり、お金を与えたり、補助したりするのか。 

 

清水花き農水産課長 具体的には陸上養殖をやりたいと希望される事業者、それから、実需者、

加工業者の方をマッチングして、この方の具体的な事業計画ができたところで、

県として補助事業等を考えていきたいと考えております。 

 

       （山村振興等農林漁業対策事業費について） 

白壁委員  新たなものにチャレンジもいいから、ぜひ成功させるように頑張っていただ

きたいと思います。 

  農１３、山村振興等農林漁業対策事業費ですが、山村振興のため市町村等が

行う施設の整備を支援すると書いてあるんだけど、具体的にどんなことをやっ

ていくのか。事業的な詳細等が決まっていたら、示してもらいたいと思います。 

 

福嶋耕地課長  山村振興等農林漁業対策事業は、農山村と都市の地域間交流を促進するなど、

農山村の振興のため市町村等が行う施設等の整備を支援するものであります。

都留市では、リニア見学センターの開設を契機に、市の特産である水かけ菜や

曽雌ニンニク、ワサビなどの都留ブランドのおいしい農産物を観光客に広げて

いくとともに、遊休農地の活用等をしながら、農業並びに地域の活性化を目指

すことしております。それに対しまして、施設整備として、直売所施設とあわ

せて、地域食材を活用したレストラン並びに情報休憩施設等を２カ年計画で整

備するといった内容で支援してまいります。 

 

白壁委員  ということは、これは具体的に直売所の施設をつくるための補助事業だ。今

言ったように、都留市ということは、狙いは都留市の直売所を狙っているのか。 

 

福嶋耕地課長  そのとおりでございます。 

 

白壁委員  都留市ばかりじゃなくて、いろいろなところが直売所を欲しいと言っていま

す。直売所を中山間でやったらだめになったとか、中には違法ですとかいって

罰金を払ったような例も過去にもあったり、なかなか施設をつくるのには億近

くかかったりする。地元の道志村には、道の駅があるんだけど、今まで荒れた

畑にしておいたところを、ある人が農業をやっていて、持ち込んだらすごい売

れた。そうしたら、私もやりたいと言って、荒れ畑をきれいにしてくれて農業

始めたら、お年寄りでも年収２００万円ぐらい稼ぐようになった。こういうと

ころはいっぱいあると思うんだね。豊富のように売り上げナンバーワンだとか、

鳴沢のようにナンバーツーだとか、熊本にはメロンやっているところで日本一

がある。だから、山梨県の中にもやりたいところがいっぱいあるんだけど、あ

えて何で都留だけやったのか。  

 

福嶋耕地課長  今回は都留市の計画が、リニア実験線を見すえた観光客の誘致といった具体
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的で新たな取り組みに対する市町村の主体的な考えを受けて、昨年度計画等を

まとめて事業に結びつけたということで、具体的に市町村のニーズがあったと

ころに対しまして、県も市と協働で計画づくりをしながら支援してきたところ

でございます。 

 

桜本委員長  耕地課長に申し上げます。答えが非常にわかりづらいです。もう１回わかり

やすく答えてください。 

 

福嶋耕地課長  都留市の直売所を通した地域の活性化等に対して、県としても国補事業の獲

得等計画づくり等において都留市を支援しているところでございます。 

 

白壁委員  都留が県の今の施策にも合っているし、一生懸命やっているから、まずトラ

イアル的にそこをやるという意味ですね。これからまさしくやりたいところは

いっぱいあるので、観光地なんかは特にそうだと思います。国道沿いだとか、

道の駅ができないところで、農の駅といってもなかなかうまくいかなかったり、

そういうところに直産物などの販売所をつくることはベストだと思います。こ

ういうものは農業の担い手不足の解消、荒廃した農地の削減、なおかつ地域産

業の振興、ここへ国の補助が入って県費を使う分には、無駄な公共事業だなん

て言う人は絶対いないと思います。小越さん下向いちゃったけど、いいことだ

と思うので、こういうのは積極的にやっていただきたいと思います。 

  知事が農林水産省出ということにこだわるわけじゃないが、１つはやはり農

業の活性を図るということは重要なことだと思う。先ほどの部長の話も、積極

的に予算を多くしたというような話だった。これからぜひ農業の振興、また新

たなもの、他県との差別化を図ったものをぜひ努力していただきたいと思いま

す。最後に部長から、これから山梨の主たる産業は機械電子産業じゃありませ

ん、農業ですという、その意気込みをぜひお伺いしたいと思います。 

 

橘田農政部長  委員御指摘のように、農業を本県の産業としてさらに力を強めていくことは

非常に大切なことだと考えております。知事には昭和５３年の農業生産額１,

３００億円を目指していく心構えがございます。今の生産額９００億円前後で

すから高い目標でございますけれども、それをまずはアップして１,０００億

円を目指し、さらにその上を目指していくという心構えで、本県の農業振興に

資する事業に一生懸命取り組んで、先ほどお話をしたように、もうかる農業と

活気に満ちあふれた農山村の創造という目標を持った取り組みを進めてまい

りたいと考えております。以上でございます。 

 

       （県産食材供給強化事業費について） 

河西委員  今、同僚の白壁委員がほとんどやっていただきましたので、１点だけお伺い

します。農５ページ、マル新の県産食品供給強化事業という４３０万円ですか、

これはいろいろニーズの調査事業で、生産地からいわゆる供給する人、実需者

というのでしょうか、使う人への供給体制の形成が未熟といいますか、不完全

といいますか、使う人たちが要望している食材などの提供が十分なされている

か実態が不明ということで、いわゆる供給面での課題や、また使う人、実需者

の要望、そして、新たな需要を生み出し、品目を発掘する取り組みをして魅力

ある県産農産物を提供するニーズ調査だと思っております。 

  先ほど白壁委員もお話をしていただきましたが、私の地元、中央市の道の駅

で、この前、とうもろこし、ゴールドラッシュの収穫祭があって、県内ではな

くて、県外からもたくさんの人たちが提供して、観光客の皆さんにも味わって
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いただくということは大変農家の収益になると思っております。そこで、この

事業はどんな農産物等を想定して調査をするのかをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 

土屋果樹食品流通課長 今、委員から御指摘ございましたとおり、県産の農産物につきまして

なかなか県内で消費されていないのではないかと感じております。実は私ども、

県の学校給食の中でどの程度県産食材が使われているかという調査をしてお

りますが、それ以外につきましては、残念ながら把握をしていないということ

がございます。このたび地産地消を促進する前提として、そういったところを

きちんと押さえてから進めていこうということで、今回この調査を計画してお

ります。そのため、今回想定している食材といたしましては、主要な野菜であ

りますトマト、キュウリ、スイートコーンに加えまして、地域の特産野菜であ

ります八幡芋とか大塚にんじんなどを合わせて３０品目程度を食材として想

定しております。この調査を通じまして、県産農産物の利用実態を把握すると

ともに、一方、県内では例えば大塚にんじんとか、そういう特色ある野菜がつ

くられていることをレストラン等の方に知っていただくためにこの調査を実

施したいと考えております。 

 

河西委員  この中で、ホテルやレストランなどを対象にするということですが、その範

囲はどのぐらいの件数なのか、また調査の内容の項目、それから、具体的な食

材を示して、何を使いたいという要望もあると思いますから、そういうものも

しっかり受けとめるのかどうかお聞きしたいと思います。 

 

土屋果樹食品流通課長 調査の対象といたします飲食店等につきましては、県内の主要な観光

地であります石和や富士河口湖のホテル、旅館等、また、甲府市中心街、ワイ

ンの産地のレストラン、それから、食品加工業者につきましては、県下全域の

食品加工業者を対象に考えております。 

  調査の項目といたしましては、食材として想定されます県産農産物につきま

して、まずその農産物を知っているかという認知度、それから、実際使ってい

ただいているのかその辺の利用実態、それから、利用していない食材があると

すれば、どうして利用していないのかについて今回の調査で明らかにしたいと

考えております。 

 

河西委員  調査するということでありますけれども、それをしっかり反映していっても

らわなければ何の意味もありません。これはどんな結果として生かしていくの

か、お聞かせ願いたいと思います。 

 

土屋果樹食品流通課長 先ほども申しましたように、実はこの調査の中でいろいろな食材をお

示しすることで、県内にこんな食材があったのかということをレストランの方

に知っていただくというところも１つ効果としては期待しておりますが、実際

それだけで地産地消が促進されるとは思っておりませんので、今後、その成果

を生かしながら、さらに地産地消を促進するための必要な事業等を構築する中

で、この結果を反映していきたいと考えております。 

 

河西委員  市町村やＪＡ等を通じて、しっかりなるべく多くの農産物を食材として掘り

起こしていただきたいと思っております。 

  最後に、需要拡大が新たに見込まれる作物の導入にも支援するということで

すが、例えばどんなものが考えられるのでしょうか。 
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土屋果樹食品流通課長 現在、県内のレストラン、ホテルあるいは食品加工業者等に供給をさ

れていない農産物で、従来では夏にしか出せないものを秋にも出していこうと

チャレンジする生産者等を支援したいと考えております。具体的に申し上げま

すと、例えば県産の果物が少ない冬場の時期に供給することを目指し冬季型フ

ルーツの栽培にチャレンジするとか、あるいはサラダの材料とか、あるいは直

売所でも非常に人気がございますアスパラ、これ、実は春先にはないものです

が、そういったものにふかし栽培をすることによって春先に出すことができま

すので、そういったところにチャレンジする農家等を支援していきたいと考え

ております。 

 

河西委員  後藤知事も大変、特色ある県産食材というんですか、そんな利用拡大を図っ

ていくということでありますので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいこと

をお願いして終わります。 

 

土屋果樹食品流通課長 とにかく地産地消を進めるということが知事の公約でもございますの

で、その実現に向けまして、課題を明確にいたしまして、着実に進めていきた

いと考えております。以上でございます。 

 

       （農業経営承継支援事業費について） 

白壁委員  １２ページの承継支援事業の関係ですが、県は、農業者を個人で所得を上げ

ようとしているのか。それとも、法人化して、企業で働きながら収入を得る方

向に持っていこうとしているのか。もしくは、小規模な人たちも幾つかまとま

って法人化をするのか。法人化の何がメリットあるのかといっても個人も同じ

なんだけど、いわゆる決算上、経費が使えるか使えないかぐらいか。でも、個

人でも使えるね。どういう方向に持っていこうとしているんだろう。片方では

個人を、片方では法人を、それによって農業生産を上げるのか。 

 

依田担い手対策室長 県では、多様な担い手という形で今、取り組みを進めさせていただいて

おります。もちろん国でも認定農業者制度で将来、５年後にはこのぐらいの経

営を目指そうということで大規模化を図っていく個人の経営も進めておりま

す。また、法人化、農業法人としまして規模の拡大を図る中には多様なメリッ

トもございますので、そういったところも含め、また、集落営農の中で、いろ

いろな作目によって手法は異なってくると考えておりますが、多様な担い手と

いうくくりで進めさせていただいております。以上です。 

 

白壁委員  多様な担い手って、大きなのも小さいのも、全部いいねということですね。

予算を１８０万円計上しているけれども、たった１８０万円で登記費用の一部

を補助しようといって、これに乗ってくる人は何人いるんだろう。だから、本

当に多様な担い手だから、個人は個人としてやり、法人は法人としてやるんだ

ったら、登記費用よりももっと違うところに予算を割いたほうがいいのではな

いか。登記費用って幾らぐらいするのか。１８０万円で幾ら補助して何件を見

込んでいるのか。 

 

依田担い手対策室長 登記費用につきましては、おおむね１５万円ぐらいと聞いております。

また、それに係る定款の策定などを含めて４０万円を想定しておりますので、

１８０万円の予算で、４法人の設立を支援させていただきます。ただ、これに

つきましては、モデルとしてその地域で、法人化するとこんなにメリットがあ
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ったというところを広げていただく中で法人化を進めていただきたいという

目的で事業を組み立てております。以上です。 

 

白壁委員  ということは、法人化するのに４０万円かかるのか。補助ではなくて、全額

負担してやるということですね。それで、成功事例をつくり、法人化にこんな

にメリットがあるということを目指しているということですか。確認したい。 

 

依田担い手対策室長 全額国補事業でございますが、私どもの試算によると、先ほど申し上げ

ました法人登記１５万円あるいは司法書士等への定款の作成依頼とか、その他

いろいろな諸経費を含めまして４０万円以上という数字が出ております。そう

いったものを補助し、モデル的な法人を設立して、その法人のメリットの広報

等に努めていただきたいということでございます。 

 

白壁委員  法人にすることによってどんな種類の農業はメリットがあって、どんな種類

はメリットがないのか。今、多様な中の幾つか物によっては違うと言ったけど。 

 

依田担い手対策室長 法人化のメリットといたしましては、一番大きなものとしましては、個

人経営でいきますと、所得４００万円というものがございますが、法人化して、

法人税のほうが安くなるということがございます。また、法人でいきますと、

複式簿記等の導入によりまして、財務会計がしっかりすることで、対外的な信

用力もアップします。個人経営でいきますと、個人主さんが経営移譲する際に

はさまざまな手続が必要になってまいりますが、法人の場合ですとそれが法人

の中で移譲ができるということで、農業のいろいろな資源の継承につきまして

もメリットがあるということでございます。特に規模拡大によってということ

がございますので、土地利用型の農業とか、そういったもので効果が上がって

くると考えております。以上でございます。 

 

白壁委員  個人でも青申をしたり、今、複式とか言ったけれども、通常です。皆さんが

単式でやっているだけで、一般の人たちは複式でやっています。別にそれが変

わったわけでも何でもない。ただ、どんぶりでざっくりでやって、今年は幾ら

マイナスでした。今年は機械買ってこうでしたと。これに例えばほかからの収

入なんかがあると厄介だけど、基本的にそれだけでやっていたら、個人も法人

も何も変わりない。ただ、法人をつくってそこに資産を貸し付ける、売りつけ

る、それによって相続税が発生しないとかというのはあるかもしれないけれど

も、基本的にそんな変わらないと思います。何かもっと大きなものを狙って、

でかい法人をつくって集約して貸して、そこで働かせて、収入を得させようと

いった考え方があるのか。何で法人がメリットあるのかがわからない。今聞い

ていても、何の職種、トウモロコシがいいのか、いや、桃は法人のほうがいい

んだよとか、ブドウはだめだよとかが具体的にあるのかと聞いたのですが。 

 

桜本委員長  依田担い手対策室長に申し上げます。法人化のメリット、わかりやすく明確

に答弁してください。 

 

依田担い手対策室長 先ほど申し上げましたように、個人経営ですと４００万円以上を超えて

まいりますと、所得税のほうが高いので、法人税と所得税で差が生じるという

ところがございます。土地利用型の農業でいきますと、規模拡大、あるいは法

人でいきますと、いろいろな農業展開、雇用をするという場面が出てまいりま

す。そういったところでいろいろな、６次産業化で加工品を開発するとか、そ
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ういった新たな経営展開も可能になってくるということですので、このモデル

事業を展開させていただきたいということでございます。 

 

白壁委員  やっとわかった。株式会社の法人ではなく、ＮＰＯなども含んだ法人を考え

ているんだね。そうでなければ、あんまり意味ない。４００万円云々であれば、

違う部門に経費を振り分けていけば、そんなの簡単にクリアでき、それは違法

でも何でもなくできる。そういうものを含めて考えているのか。 

 

依田担い手対策室長 農業生産法人、法人格につきましては、株式会社から、それから、農事

組合法人等ございます。先ほど委員御指摘のとおり、ＮＰＯ法人というところ

も活動の範囲にはなってくると思います。以上でございます。 

 

（ 休  憩 ） 

 

       （県産果実海外販路拡大支援事業費について） 

浅川委員  関連ですが、先ほど県産農産物の海外戦略についての関連をさせていただき

ます。海外戦略について代表質問をさせていただいたんですが、もう一度説明

をしていただければいいと思います。お願いします。 

 

大久保農産物販売戦略室長 それでは、今の質問にお答えをさせていただきます。午前中も少

しお話がございましたが、９カ国にわたり対象にするということで検討してい

ますが、それにつきまして、植物検疫等の輸入規制の最新情報とか、現地購買

力、そういった状況により候補国をきちんと絞り込みます。その絞り込んだ国

につきまして、今回予算でお願いをしております現地のニーズ調査や、あるい

は現地にさまざまな規制等もございますので、そういった規制の有無、手続、

概算経費などを２カ国程度きちんと調査をさせていただきまして、それで最終

的に１カ国に絞り込んで、そちらのほうに設置をする予定でございます。 

 

浅川委員  先ほど９カ国と白壁委員の質問のときに言われたわけで、その中で２カ国に

絞ってやるという話をされたわけですね。私ども、おととしですか、台湾の微

風廣場で実はキャンペーンを打ったことがございます。知事のトップセールス

に同行したこともありますし、また、私ども、台湾の貿易商のデビット・リン

さんの関係で山梨の米も販売したこともあるのですが、台湾は非常にすばらし

い市場だと思っております。当時、５個入りぐらいの桃を１万円でたしか売っ

たことも記憶しています。たしか今、シンガポールとかタイとか、お話をなさ

っておりますが、その辺はどんな部分からそちらを重点的に考えているのか、

考えがあったら教えてください。 

 

大久保農産物販売戦略室長 まだ具体的にどこを優先というようなことで考えておるわけでは

実はございません。ただ、今、現地でいえば輸入ということでしょうか、規制

の関係とか、これは農産物の検疫もございますし、今回私ども、肉とか、それ

から、酒類、これはワインといったものもあわせて考えさせていただいてござ

います。それぞれのそういった規制の状況等もいろいろ全て勘案しまして、そ

れから、重要なのは現地での購買力でございます。ちゃんと買っていただける

かどうかということも踏まえて検討してまいりたいと考えてございます。 

 

浅川委員  肉とかワインとか限定なされるのか、それとも広く行くのか、極力、私ども

も、インドネシアも、タイ、シンガポール、それから、台湾、台湾のフードタ
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イペイも行ったこともありますし、いろいろな流れの中でやっぱり台湾という

市場はすごい市場だなと思っております。台湾にもう少し目を向けていただけ

れば、さまざまなチャンネルもあり、いいのかなと思いますが、台湾について

はどのように考えていますか。 

 

大久保農産物販売戦略室長 台湾につきましては、現在は桃につきましては、例のモモシンク

イガですか、その関係で選果場の登録とか、あるいは園地の登録とか、そうい

う手続はございますが、きちんとそういった手続を踏めば輸出ができるという

状況になっております。その他のものについても、もちろんこれは検疫証明書

とかそういったものの添付は必要になりますが、それらのものもきちんと添付

すれば輸出等もできますので、非常に大きな魅力のある国であると私どもも考

えております。 

 

浅川委員  この部分は私どももかなり期待している部分ですし、知事が新しくなって、

大きな政策の中で実行が可能なのはこの部分かなと思っております。ちょっと

肉のほうに振っていただけますと、甲州牛も松阪牛に次ぐぐらいと言われてい

るようでございますので、農政全体で進めていっていただきたいと思います。

先ほど白壁委員が言ったインバウンドの観光についてもかなり台湾からの勢

いがありますので、これを観光ともマッチングしながら戦略的に練っていくこ

とは可能ですか。 

 

大久保農産物販売戦略室長 いわゆる農産物、それから、産業労働部で所管をしておりますワ

インとかの地場産品、それから、観光と、この３つの要素をきちんと総合的に

勘案した上で整理をしてまいりたいと考えております。 

 

浅川委員  海外に進出する場合に、どこかやっぱりチャンネルがないと行きにくいと思

うんです。それはジェトロを使うのかどこを使うのか知りませんが、台湾には

国交のちゃんとした部分がないわけでありますが、デビット・リンさんは本当

はきょう来るという予定だったんですが、８月になると言っていますけれども、

北杜市でつくった米を一生懸命売ってくれているんです。１トンを３トンにと

いう約束もしておるんですが、本当にすばらしい人ですから、そういう人を通

じてチャンネルとしてやっていけば、かなりスムーズな展開ができると思いま

すので、その辺について見解がありましたら教えていただきたいと思います。 

 

大久保農産物販売戦略室長 委員御指摘のように、チャンネルというのは非常に大きい意味を

持っております。私どもも幾つかのこれから国を検討してまいりますが、やっ

ぱりあるところとないところというのは正直ございます。将来的に太いパイプ

があるところというのはやっぱり非常に長く続くでしょうし、安定して続くと

も考えておりますので、私どももそういったところも重要視しまして検討して

まいりたいと考えております。 

 

浅川委員  この件については最後ですが、検討していきたいというのではなく、とにか

く突進してください。ぶち当たったらそれからまた考えればいいことでありま

すし、かなり緊急を有する部分でしょう。知事がせっかくここで力を入れて知

事の今までのグラウンドを大切にしていきたいという部分がありますので、そ

の辺は、部長にお答えいただきたい。 

 

橘田農政部長  委員御指摘のように、海外へ向けての輸出戦略は非常に重要なことだと思っ
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ていますので、販売戦略の１つとして、県内、県外、海外という中で、海外に

つきましては、常設の販売拠点の明年度の開設を目指して鋭意取り組みを進め

てまいりたいと思います。以上でございます。 

 

       （鳥獣被害回避作物栽培実証事業費について） 

浅川委員  もう１つ、農９ページ、マル新の鳥獣被害回避作物栽培実証事業費で質問さ

せていただきます。何かシカかイノシシか鳥獣が嫌う作物というところが入る

ようですけれども、例えば品目というか、どんな作物があるんですか。 

 

相川農業技術課長 品目といたしましては、タカノツメ、コンニャク、シソ、ミント、ニンニ

ク、ネギ、ピーマン、シュンギク、ショウガ、ワラビなどが比較的好んで食べ

ないという情報を持っておりますので、それらを検討したいと思っています。 

 

浅川委員  今言われたタカノツメなどは、過去そういうデータがあるわけですか。 

 

相川農業技術課長 滋賀県の農業試験場で検討したデータがありまして、それをもとに品目を

決めております。 

 

浅川委員  私の地元、シカが中心なんですが、今、ヤーコンがいいんじゃないかといっ

てヤーコンを植えているところもあるんですが、ヤーコンはこの品目の中に入

れてありますか。 

 

相川農業技術課長 今のところ入っていないんですけれども、ヤーコンもぜひ検討してみたい

と思います。 

 

浅川委員  去年たまたまヤーコンサミットｉｎ八ヶ岳の実行委員長をさせていただき

ましたけれども、そんなときにもそんな話が出ておりましたので、ぜひ入れて

いただきたいと思います。 

  それから、この１２０万円の予算で、どこの地域で実証実験を行うのか。 

 

相川農業技術課長 中北地域で１カ所、それから、峡南地域で１カ所、富士東部地域で１カ所

を考えております。計３カ所です。 

 

浅川委員  これは農家に何かを依頼してやるんですか。それとも、試験場で実証実験を

なさるんですか。 

 

相川農業技術課長 総合農業技術センターが実施主体で、農家には栽培を委託します。調査は、

センサーカメラというカメラを用いて総合農業技術センターが行います。 

 

浅川委員  ぜひ早い時期にお願いします。国も、県も３５年までには半分にさせるとい

う話もしているようですので。どっちかというと、林務は捕獲ですが、こちら

は守りですね。そういうことで、ぜひ積極的に山に戻すような対策をこれから

も練っていっていただきたいと思います。以上です。 

        

早川委員  先ほどの浅川委員の質問に関連して農９ページ、マル臨の鳥獣被害回避作物

栽培実証事業費ですが、動物が好んで食べないということで、先ほどの挙がっ

たものだと、あくまでも主力の品目じゃないと思うのですが、それを今後ふや

していくのか、あくまでも予防として使うのかという、課別説明書に目的で農
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地の有効活用ということも書いてあるのですが、どうやって活用するのですか。 

 

相川農業技術課長 今挙げたような作物が被害を受けにくいことが実証されれば、これらの作

物を、これまで被害が多くてなかなか作付できなかったようなところ、あるい

は被害が多くてもう諦めて耕作放棄地になっている地域の方々に推奨いたし

まして、こういうものをつくれば大丈夫ということになります。直売所などで

販売していただき、今まで耕作を諦めたところでもつくっていただけるという

ことで、農地の有効利用ということも考えております。 

 

早川委員  では、少しつくるんですね。防護柵など、予防の意味も含めて、先ほどの滋

賀県の例を見ると、そういう嫌われる作物とあわせて効果的な防護柵をセット

で鳥獣害の被害が削減できるという例もあるので、それは検討していただきた

いと思うのですが、そういう防御に関しては何か入っていないんですか。 

 

相川農業技術課長 今回の試験につきましては、柵等を設けますと、実際に食べられるかどう

か、忌避できるかどうかということがわかりませんので、柵を設けずにそのま

ま植えて、被害があるかどうかというのを見ます。今後は、被害が少ないもの

と柵とかを組み合わせるとか、あるいは被害のないものの中に被害の多い作物

を植えるとか、そのようなことで組み合わせていきたいと思っています。 

 

       （鳥獣被害防止総合実践事業費について） 

早川委員  わかりました。それに関連して、鳥獣害ですから、その上の１番の鳥獣被害

防止総合対策補助金に関してですが、課別説明書を見ると、有害捕獲活動と書

いてあります。管理捕獲はみどり自然課がやっていたと思うのですが、たしか

１万５,０００円補助していて、有害捕獲活動への補助金は市町村がやってい

たと思うのです。今回県が新しくサポートするということですが、この補助金

は新しくやるのか、具体的に内容を教えてもらいたいと思います。 

 

相川農業技術課長 市町村の鳥獣害対策の協議会をつくっているのですが、その協議会を実施

主体といたしまして、市町村の被害防止計画をつくってもらっています。その

対象鳥獣となっている猿、シカ、イノシシ、それから、ハクビシンとかアライ

グマとかもあるんですけれども、有害捕獲活動経費といたしまして、１頭当た

り８,０００円を上限として助成しております。 

 

早川委員  目的が違うので、確認ですが、管理捕獲で１万５０００円と、有害捕獲で８,

０００円は、重ならないということでいいんですね。 

 

相川農業技術課長 管理捕獲と有害捕獲ですが、有害捕獲は鳥獣保護法に基づく捕獲というこ

とで、１頭当たり８,０００円になっております。 

 

早川委員  わかりました。今後、県で管理捕獲と有害捕獲という両面で効率的にまた連

携をとってみどり自然課とやっていただきいと思います。それに関連して、先

ほどの回避作物は、あくまでもメーンになる作物じゃないと思うんですね。そ

もそも既存の稲作とか果樹の対策に関して、全体的に今後の農作物の被害防止

対策の進め方を最後に聞いて終わります。 

 

相川農業技術課長 鳥獣被害対策につきましては、この補正予算では３９０万円ぐらいになっ

ていおりますが、当初予算額が３,０００万円ぐらいです。当初予算で承認し
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ていただいた鳥獣被害防止総合対策事業などによりまして、市町村の被害防止

活動に基づきまして実施しますわなの購入、あるいは追い払い活動などに対し

て助成をするということと、それから、捕獲などの対策を実践する人を市町村

長が鳥獣被害対策実施隊ということで設置しております。１８市町村に設置し

ているんですけれども、そうした方々の活動を支援してあげるということと、

そういった方々を中心とした地域ぐるみでの活動、対策をしっかりして、鳥獣

被害を軽減する対策を総合的に講じていきたいと思っております。 

 

       （新甲州式低コスト果樹棚開発事業費について） 

佐藤委員  農５ページであります。一番下の新甲州式低コスト果樹棚開発事業費の件で

お伺いしたいと思います。近年、甲州ワインが非常に伸びてきておりますし、

醸造メーカーと、それから、生産者の御努力があるということは承知しており

ます。今回この新甲州式低コスト果樹棚ということで、峡東地域のブドウの生

産者、生食用もあると思いますが、将来にわたってワイン醸造用のブドウの生

産が足りるのかちょっと心配にもなるわけです。新甲州式低コスト果樹棚開発

事業について、果樹産地の維持発展を図るために、低コストで耐候性の高いブ

ドウ棚を開発するとありますけれども、どのような開発の仕方なんでしょうか。 

 

土屋果樹食品流通課長 ただいま委員からお話ございましたように、醸造用のブドウ、ワイン

の原料ブドウをはじめ、各農産物それぞれ、生産者の高齢化等により非常に生

産が減少してしまうという懸念がございます。また、甲州式棚につきましては、

その棚を設置するノウハウを持つ方自体が年をとってきていることがござい

まして、なかなか新たな棚を設置するということが難しい状況が出ているのが

現状でございます。 

  そうした中で、果樹産地の維持発展を図るということで、今後、新規就農者

や、規模を拡大する農家が新たにブドウ棚を設置する際に、設置が容易で、し

かも３割程度コストが削減できるという新しい棚を新甲州式棚として開発を

したいと考えております。 

 

佐藤委員  低コストということで、農家のためには大変喜ばしいことで、よいことだと

思うわけですが、昨年の２月の大雪被害や、今も九州方面で大雨が降っていま

すから、耐候性という部分で非常に心配になるんですが、耐候性という部分の

中ではこのブドウ棚はよろしいわけでしょうか。 

 

土屋果樹食品流通課長 コストを削減した結果、棚の強度が低下してしまって、実用上問題が

あるということだと元も子もありません。ただ、そうはいいましても、資材費

をかければかけるほどコストが上がるという部分もございます。そういったこ

とで、コストを抑えながら、強度的には従来の棚と同程度のものを開発したい

と考えております。 

 

佐藤委員  高齢化とか、労働力不足というのもあろうかと思いますけれども、産地の現

状を考えますと、一刻も早い開発を期待するんですけれども、どの程度の期間

を予定されていますでしょうか。 

 

土屋果樹食品流通課長 果樹の場合、特にブドウにつきましては、棚を設置してから、自分た

ちの目指す収量に達するまでは少なくとも七、八年がかかります。先ほど言い

ました農家の高齢化とかそういった問題を考えますと、一刻も早い開発が必要

だろうと私ども認識をしております。そういったことで、２年間で何とか新し
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い棚を開発したいと考えております。 

 

佐藤委員  よいものが開発されることを期待するわけですけれども、開発後は早期に現

場に普及するということが当然必要になってくるわけです。七、八年というお

話もございましたが、どんなスパンでどのような形で取り組んでいくか教えて

いただけますか。 

 

土屋果樹食品流通課長 実はこの開発につきましては、もともと棚の構造とか、あとはブドウ

の栽培特性等に熟知しておりますＪＡ等を絡めながら開発をしていただこう

と考えております。そういったことで、開発の途中の段階からできる早い段階

で、ＪＡの皆さん、あるいは実際生産される皆さんに見ていただくような形で

機会はつくっていきたいと思っております。また、新たに県内の生産者の皆さ

ん等に見ていただくための展示圃あるいは実証圃のようなものの設置につき

ましては、来年度事業化を検討していきたいと考えております。 

 

佐藤委員  ありがとうございます。産地の皆様がよりよいブドウをつくれるように御努

力を期待いたしまして、終わります。ありがとうございました。 

 

土屋果樹食品流通課長 果樹産地の維持発展のために必ずこれは大切な仕事だと思っておりま

すので、期間内にきちんと成果が出せるように頑張っていきたいと思います。 

        

（やまなし農産物地産地消推進事業とやまなし農産物ブランド化推進事業の関連

について） 

小越委員  先ほどの委員と話が重なるかもしれません。農５ページ、そして、農７ペー

ジに同じようなことがあるのですが、この関連をまず聞きたいと思います。農

５ページでは、先ほどニーズ調査をするということで品目を決めて、使ってい

るか使っていないのか、こういうものもあるといった紹介をして４３０万円と

あるのですが、農７ページには、ホテルとの意見交換会をするとあります。ホ

テルからすると、同じことをやっているのかなと思います。どのように、この

２つをマッチングさせていくのか。せっかくニーズ調査をしたのであれば、意

見交換会に生かすのか、いや、意見交換会を聞いてニーズ調査をするのか、こ

の２つの課が、ホテル側からすると同じようなことではないかと思うんです。

どうやってこれをうまく次の行動につなげていくんでしょうか。関連性を教え

てください。 

 

大久保農産物販売戦略室長 果樹食品流通課は、これからホテル、旅館、一部の流通の皆さん

でしょうか、そういったところ広く、かなり多い品目のニーズ調査を行ってい

くという内容でございます。私どもは、実は先行して県内の食材を使っている

ところが幾つかございます。具体的に申し上げますと、石和温泉旅館協同組合

で今、「こぴっと朝めし」という取り組みをしておりまして、とにかく県産の

ものを使って朝飯を出そうという取り組みがスタートいたしました。 

  こういったところと、特産農作物ということで一部の、大塚にんじんとか、

さっきのやはたいもとか数を少なく限定いたしまして、両者の意見交換を実際

やってみまして、双方のニーズをきちんと把握することと、あとは今後、果樹

食品流通課で調査した結果をどのように最終的に取り組みに反映していくか

といったものを先行的に実証してみたいということで、私ども事業の計上をさ

せていただいてございます。 
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小越委員  ということは、農７ページの意見交換会が先にあって、石和のホテルの「こ

ぴっと朝めし」も含めて、ああいうのもありますよというのを受けて、果樹食

品流通課で２次調査をするという時系列になるんでしょうか。 

 

大久保農産物販売戦略室長 そういうことではございませんで、果樹食品流通課は、とにかく

品目数が相当の品目数の調査を幅広くやっていき、私どもは、品目数はわずか

数品目程度の少ない品目なんですけれども、実際そういう取り組みをやってい

るところと、あと、特産の野菜と言われている生産者を実際お呼びして、本当

に小ぢんまりした範囲でありますが、意見交換をして、お互いのニーズを把握

しましょうと。時期的には大体、私どもも果樹食品流通課の調査が終わるころ

に、これらのものを考えていきたいと予定しております。 

 

桜本委員長  土屋課長も違いを答えてください。 

 

土屋果樹食品流通課長 私どもが行います調査につきましては、先ほど言いましたように、３

０品目程度を対象品目として選定しております。そして、対象となるところに

つきましては、農産物販売戦略室は石和ということで限っておりますが、私ど

もはそのほかの観光地、県内のほかの食品を扱っています加工業者あるいはレ

ストラン等を対象にしております。それから、もともと使われてかなり有望と

いうものを販売戦略室はターゲットにしておりますけれども、私どもとすれば、

幅広く、県内には先ほど言いました大塚にんじんといったものがあること自体

を県内の加工業者あるいは消費地の皆さん等知らない部分もありますので、そ

ういったものも幅広く対象品目としながら、こういったものを使っていただけ

るかどうか、あるいは使うにしたら、そうはいっても量が少なくてだめとか、

価格が高過ぎてだめとか、そういった課題が出てくると思いますので、そうい

ったものを細かくこの調査の中で明らかにしていくということでございます。

事業名が似通っておりますけれども、そういった点で事業の目的とするところ

は異なるということでございます。 

 

小越委員  別にしろという意味ではなくて、せっかくやるんだから一緒に連携してやっ

てほしいという意味で質問しているんです。俺たちは違う、ここが違うじゃな

くて、せっかく先行して石和温泉でやっているのであれば、それを生かしてど

うするか。いや、ニーズがこういうものがあるんだから、こう生かせるかとを

課を超えてやっぱりやらないと、それは俺のところは違うじゃなくて、一緒に

どうやって連携するかということをお聞きしたいと思います。 

 

土屋果樹食品流通課長 実は大久保室長と私は席が２メートルほどしか離れておりませんので、

そういった点では十分に連携をとっております。私どもの調査においても、実

は流通を妨げているいろいろな課題があります。そういった中で先に大久保室

長で先行していただいている旅館等の皆さんとの意見交換の中からもそうい

った課題も出てくると思いますので、そういったものを調査現場にフィードバ

ックしていきますし、私どもの調査で得られたものもまた意見交換会に返して

いくというような形で十分連携をとっていきたいと思っております。 

 

       （陸上養殖チャレンジ事業費について） 

小越委員  席が近いから連携できるというわけではありません。遠くでもできるわけで

すから。それはぜひとも、別々の事業じゃなくて、せっかくいいものを一緒に

連携してやるということでお願いしたいと思います。 
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  それに少し関係するんですけれども、農８ページ、先ほどのトラフグの話で

す。先ほどありましたニーズ調査や、先ほどの意見交換会、石和の「こぴっと

朝めし」も含めですが、このトラフグについて、観光業者や、レストランの方々

から、やりたいといった要望はあるんでしょうか。 

 

清水花き農水産課長 委員おっしゃるとおり、地元のホテル、観光業界からもぜひ使ってみた

いという要望を聞いております。 

 

小越委員  不勉強で申しわけないんですけれども、トラフグというのは海のものであれ

ば、温泉のところだと、成分上、少しトラフグを養殖するのにいいという話も

聞きますし、フグということで毒のことがありますけれども、養殖だと毒素が

抜けるという話もあります。そういういろいろなところも含めて、観光旅館で

調理師さんの免許のこともありますし、それから、海じゃなくて温泉地域であ

ればできるという見込みでやるんでしょうか。 

 

清水花き農水産課長 今後この事業を進めていくにつけて、まず実需者の要望が重要だと考え

ておりまして、実際に養殖する方と、実需者、それに、フグの毒とかいろいろ

なものがありますので、加工業者等を交えた中で協議会をつくりまして、マッ

チングができたところから進めていきたいと考えております。今のところ、魚

の種類につきましては、フグとかチョウザメに特定しているわけではなくて、

そこも含めて今後検討していくということであります。 

 

小越委員  陸上養殖ということで、かなりの規模、お金がかかると思うんですけれども、

観光業の方がそこに手を挙げて陸上養殖するわけじゃないと思うんです。漁協

の方がやるのか、こういうものに手を挙げてやりたいと言っている業種とか業

界とか、どういう方々にそこに手を挙げていこうと思っているのか、わかった

らお願いします。 

 

清水花き農水産課長 現在養殖に取り組みたいと考えている方は、食品加工業者とか、あるい

は製造業の関係の方が取り組みたいと考えておられます。それについて、どの

ぐらいの規模をつくったらいいのか、需要がどこにあるのかということは未定

ですので、この事業の中で詰めていきたいと考えております。 

 

小越委員  あくまでこれは観光旅館の目的ということになりますと、例えばトラフグと

かチョウザメを一般の市場に、スーパーオギノとかいちやまで売るというもの

ではなくて、あくまで観光業の中のステータスというか、そこに行ったらトラ

フグが食べられるという、ブランドというか産地化ということでしょうか。そ

れとも、市場に大きく県外にも売っていく、県内の市場にもスーパーに出てい

くことなんでしょうか。 

 

清水花き農水産課長 午前中の委員会のところでもちょっと触れさせていただきましたが、や

はり陸上養殖には設備コスト等がかかりますので、それなりに高級あるいは付

加価値のある魚でないとなかなか経営的に難しいと思いますので、今のところ

目指すところは、観光等で来ていただいた方に、食べられるものということで

検討していきたいと考えております。 

 

小越委員  そうなりますと、一般の市民にはあまり食べられないというか、外から来た

お客さんのためにつくるということかと思います。かなりリスクというか、失
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敗する可能性もあると。どこかのところでやったときに失敗したという話も聞

いたり、栃木県の那賀川町ですか、茨城かどこかでいろいろな旅館がある有名

なところでトラフグをやったり、チョウザメもやっていますよね。このリスク

のことも含めて、補償というか、どうするかということまで検討していったほ

うがいいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

清水花き農水産課長 今委員おっしゃるとおり、非常に経済的な関係もありますので、経営の

シミュレーション、それから、今後想定されるリスク等もあります。国、試験

場等の専門家を招聘して、その辺の勉強をするなり、あるいは先進地への視察

等での調査研究をいたしまして、今後詰めていきたいと考えております。 

 

       （やまなし「農援隊」設置費について） 

小越委員  タイの養殖で失敗したという方も聞いておりますので、やればできるという

ことではなくて、かなりリスクも含めて検討していただかないと、大きい借金

を負うことになるかもしれませんし、それが観光の業者だけで市場に出回らな

いということになりますと、需要もかなり狭まっていきますので、そこは慎重

に検討していただきたいと思います。 

  農１０ページ、やまなし「農援隊」設置費についてお伺いします。今まで農

業支援ということで、菅原文太さんがやっていた支援とか、新規就農者の支援、

それから、アグリマスターみたいなこととか、新規就農も含めて農家の技術的

な指導をするといういろいろなことがあったんですけれども、その事業とこの

農援隊のどこが違うのかまず御説明ください。 

 

相川農業技術課長 農援隊と今までの支援のどこが違うかというのは、今、農業者に指導して

いるのは普及員が中心ですが、普及員が約６０名おります。県内農家が３万６,

０００戸ぐらいあるのですけれども、１人当たり６００戸という大量な数にな

ります。なかなかいろいろな要望に応えられない部分もありますので、県の普

及員のＯＢや農協の営農指導員のＯＢなど、今までの知識と経験を地域農業の

発展のためにボランティア的に生かしていただくということで、月５,０００

円程度ですが、それで活動していただくということが今までとの違いというこ

とになります。 

 

小越委員  ということは、今までやっていたことを、今度はボランティアでやっていた

だくということですが、２１３万円とものすごく金額が少ないんですよね。こ

れで企業退職者の兼業農家の担い手を２１３万円でどうするのかと思ってい

ます。ボランティアということで月５,０００円ですが、ということは、これ、

単純に割って２００人とか３００人とか、何人ぐらい予定しているんですか。 

 

相川農業技術課長 農援隊は中北地域に１０人、峡東地域に１０人、峡南地域に６人、それか

ら、富士東部地域に７人で計３３人です。それぞれの地域で農業者の近くにい

て身近な相談役というような形で活動してもらうことを考えております。 

 

小越委員  自分が農協普及員だった方も含めて、手を挙げて、私がやりますよとか、そ

れとも、あなたにやってくださいとするんですか。それから、いろいろな地域

など、品目によっても違うと思いますが、どうやって募集するんですか。 

 

相川農業技術課長 市町村とか、それから、やめたＯＢのリストとかというのはある程度わか

りますので、そういう方々たちに当たってやっていただくと。快く引き受けて
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いただければ、県から委嘱するというような形を考えております。 

 

       （機構借受農地整備事業費について） 

小越委員  やはり普及員がそもそも６０人というのが少ないのであって、ＯＢの方がや

っていただくのは確かにいいんですけれども、全部合わせても４０人というこ

とで、月６,０００円って、自分も多分農家をやってらっしゃると思うんです。

そういう中では、このやまなし「農援隊」ができたから指導がうまくできると

いうにはちょっと金額的にも、人数的にも少な過ぎますし、やっぱり普及員の

数をちゃんとふやすことに重きを置いてもらいたいと思います。 

  農４ページです。土地改良助成費で、農地中間管理機構借り受けの話ですが、

そもそもこれを今回補正予算で３,０００万円、当初予算と合わせて１億円な

のですが、それはこの説明資料には載ってこない話ですよね。まず確認させて

ください。 

 

伏見農村振興課長 説明資料の予定箇所表の７ページの一番下の欄に載っておりますけれども、

当初７,０００万円、補正で３,０００万円になっております。ただ、箇所につ

いては、今、機構がそれぞれマッチングしながらやりますので、具体的なもの

は今のところありません。 

 

小越委員  そうですよね。箇所表と書いてあるけれども、農地中間管理機構がやる場合

は、箇所はどこにするかというのは機構が決めるので、私ども議員や議会とか

県に報告をせずにお金だけが行くということで理解してよろしいでしょうか。 

 

伏見農村振興課長 そうなります。 

 

小越委員  ということは、１億円で大きな土地改良はできないと思うんですけれども、

先ほどの説明で、担い手の耕作放棄地の整備とかいろいろあったんですけれど

も、１億円で例えばどんなことができるのか、どういう規模なのか、どんなこ

とをするのか、また採択基準があるのか、それを教えていただきたいんです。 

 

伏見農村振興課長 これは事業主体が機構になりますけれども、機構がその都度マッチングし

てここを整備するという形になると、この枠の中で県に申請を上げてきます。

地区がそこで初めて決まっていくという形になります。この事業につきまして

は、２０万円という限度額がございます。その枠内で簡単な整備をするという

ことで、例えば畦畔の除去、山梨県の場合、耕作地が小さいのでちょっと広め

るということで簡単に畦畔除去するなど、本当に簡単な条件整備という形にな

っております。 

 

小越委員  それで１億円だとするとかなりの箇所数ができるということになりますと、

ほとんど耕作放棄地が農地に変わるように、担い手の方に農地を貸すことがで

きるようにということでやるんでしょうか。上限２０万で１億円となりますと、

ものすごい場所、数になるんですけれども、それはいかがですか。 

 

伏見農村振興課長 耕作放棄地であれば、耕作放棄地を１回草刈りしたりとかしますし、それ

から、使っている畑であれば、今申し上げましたように畦畔をちょっと除去す

るとか、あるいは使いやすいように出入り口をつくるとかという形になります。

単純に計算すれば、反２０万、全部で１億円ですから最低でも５０ヘクタール

になります。機構が本年度３００ヘクタールを目標にしておりますけれども、
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大体３分の１ぐらいはこの事業を使って条件整備をしないと貸し出しができ

ないということでこの金額をはじいております。 

 

小越委員  これは県費ですけれども、国でやっている土地改良というか、整備というの

があるんでしょうか。 

 

伏見農村振興課長 ２７年度から国からも機構が借りて貸し出すに当たって条件整備する場合

の補助事業も設けられておりますので、それとセッティングしながら使ってい

きたいと思っています。 

 

      （県農地中間管理機構の目標達成率等について） 

皆川委員  今の小越委員の質問に関連するんですけれども、これ、山梨県の農地バンク、

いわゆる県農地中間管理機構の昨年度の貸し付け実績というのがありますよ

ね。これ、政府が設定した目標面積と実際の山梨県で貸し付けされた面積並び

に目標達成率を教えてください。 

 

伏見農村振興課長 機構につきましては、昨年度の３月末までに貸し付けができた面積は４９

ヘクタールでございます。国とすれば、全体として７５０ヘクタールという数

字で出しております。パーセンテージにすれば少ない数字ですが、全国的には

ちょうど中間ぐらいの率になっております。 

 

皆川委員  今の数値のうちで、本来の目的、農業をやめた高齢者農家や耕作放棄地以外

の農地はどれぐらい含まれていますか。 

 

伏見農村振興課長 申しわけございません。耕作放棄地がどれだけあって、耕作放棄地でない

ところがどれだけというのは今把握しておりません。 

 

皆川委員  把握してないと言われればしょうがないんだけど、私が調べたところ、これ、

本来の目的に沿わないものも大分あるようですね。ちゃんとした本来の目的以

外のである程度貸し付け面積を達成しているという、この数字は本当の数字じ

ゃない数字が出ているようですけれども、そういうことになる原因は一体どこ

にあるのか。要するに、達成率も低いわけだが、その原因は何だと思いますか。 

 

伏見農村振興課長 ２つあります。１つは、機構に農地を借りたいと手を挙げていただいてい

る方たちの約７割が果樹園を借りたいという要望がございます。その果樹の中

でも、成園ということでもう収穫ができる畑を借りたいということで、なかな

か農地が見つからないという状況が１点です。それと、中山間地域がほとんど

でございますので、その中には耕作放棄地もありますし、条件の悪いところが

ありますので、昨年は１年目ということで、それらの条件整備をしながら貸し

出さなければならないということで、年度末では４９ヘクタールという形にな

っております。 

 

皆川委員  私はこの制度の周知不足もあると思うんです。それから、やっぱりもっと積

極的に役員の皆さんが出向いていって、こういう制度がありますよともっと働

きかけるべきじゃなかったかと、その辺も原因じゃないかと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

 

伏見農村振興課長 私どもも市町村と協力しながら、広報等に出していただいたり、農事組合
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とかいろいろなところを通じてＰＲはしたつもりなんですけれども、まだまだ

行き届いていないということで、さらに本年度しっかりとＰＲしていきたいと

思っています。 

 

皆川委員  そもそも農地バンクの管理機構の役員構成というのはどのようなお形にな

っていますか。 

 

伏見農村振興課長 振興公社を機構ということで指定しましたが、理事長は農政部長、私が理

事、そのほか、農協の会長、農業会議の会長、農業生産法人と、全部で７名の

役員構成になっております。 

 

皆川委員  県でこれだけの追加補正までしているんですから、もっとしっかり頑張って

目標達成していただきたいと思います。何か一言。 

 

橘田農政部長  先ほど課長から説明しましたように、県の農業振興公社が機構の役割を担っ

ております。私が理事長になっておりますので、委員御指摘のとおり、昨年度

スタートの年でございますけれども、今年は２年目ということでございますの

で、さらに集積が進むように、県と機構が一体となって取り組みを進めてまい

りたいと思います。以上でございます。 

 

       （やまなし「農援隊」設置費について） 

渡辺委員  農１０ページ、マル新、やまなし「農援隊」設置費についてです。関連質問

になりますが、お伺いいたします。この山梨農援隊はマル新ですので、まだ認

知されていないと思うのですが、何かＰＲ活動等は考えていらっしゃるのでし

ょうか。 

 

相川農業技術課長 予算を認めていただければ、これから募集活動に入りまして、９月には発

足式を行いたいと思います。発足式のときには、県庁に来ていただき、その方々

を委嘱しますので、大々的に委嘱式等をしてＰＲするということと、それから、

パンフレット等をつくりまして、こういった相談活動を受け付けておりますと

いうことを広く県民の方々に知っていただくということを考えております。 

 

渡辺委員  技術指導と御説明いただいたのですが、具体的に何を想定して、どういった

技術指導していくのか教えてください。 

 

相川農業技術課長 兼業農家とか、それから、退職して農業を再びやり始める方というのは、

病害虫防除だとか栽培技術とかになかなかふなれな部分がありますので、先ほ

ど言ったような県の普及のＯＢだとか営農指導員のＯＢといった農業技術に

優れた方に、アドバイスとか、あるいは実地指導をしていただくことを考えて

おります。 

 

渡辺委員  耕作放棄地等の問題もありますので、積極的にＰＲしていただいて、農政の

発展に尽くしていただければと思います。 

 

相川農業技術課長 積極的にＰＲしまして、農援隊が活動をしっかりして地域の方々のために

なるようにしていきたいと思います。 

 

討論        なし 
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採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 

質疑 

（八ヶ岳東部の広域営農団地農道整備事業について） 

小越委員  課別説明書資料にもあるんですけれども、八ヶ岳東部の広域営農団地農道整

備事業についてお伺いします。私、たしか３年前の農政産業観光委員会のとき

にも、ここの道のことを聞きまして、予定でいきますと、この広域農道は２２

年に、できるはずだったのができずにいて、２６年度に事業を完了するものと

いうことで、たしか事業評価のところにありました。２６年度に事業を完了さ

せたいと。ですけども、私も見に行きましたけれども、まだ貫通していないで

すよね。それで、この広域営農茅ヶ岳東部、平成２６年度中完成ということで、

かなり延ばしてきたんですけれども、今後の見通しはどうなるんでしょうか。 

 

福嶋耕地課長  茅ヶ岳東部地区の広域農道の進捗状況につきましては、２６年度までで９３.

９％の進捗となっておる中で、最終的に全線供用開始は、現在３２年末を予定

しているところであります。以上です。 

 

小越委員  平成３２年の末ですか。例えば平成２２年度完成を目指すんじゃなかったで

すかね。予定どおり平成２２年度完成を図られたいということになると１０年

も延びたということですが、１０年も延びますと、最初の計画、目的と大分変

わるんじゃないでしょうか。その点は大丈夫なんでしょうか。 

 

福嶋耕地課長  計画内容に変わりはございません。 

 

小越委員  計画内容に変わりなくても、周りの土地の状況や農政を取り巻く状況はかな

り変わっております。あそこを昇仙峡まで抜けるという道が途中で切れており

まして、そこから通っていないんですけれども、そもそもあそこを昇仙峡まで

抜けると、農道ですから、農政としてどのような経済効果、農政の発展を見込

んでつくってきたのか、２２年完成、それで、１０年後にはそれがどのように、

今、変わらないと言ったけれども、耕作放棄地もふえていますし、変わらない

と思っているんですか。 

 

福嶋耕地課長  そもそもこの事業の目的は、農村地域の生産物の流通の合理化を主眼に置い

ているものでございまして、あわせて、この農道が開通することによって農村

地域の生活環境の改善にも資することと考えてスタートしております。そうい

った面からは、今後その辺の目的は変わらないと考えております。 

 

小越委員  そうしますと、たしか平成２６年度までで９９億円でしたか、予算上かかっ

ていたと思います。平成３２年度まで行きますと、最初の当初計画、平成１４

年から始まって平成３２年まで２０年近くかかって、総事業費は幾らになると

予想されているんですか。最初はたしか８５億円だと思ったんですけれども、

もう既に９０億を超えております。平成３２年ということは、総事業費は一体

幾らになるんですか。 
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福嶋耕地課長  今、平成３１年度までの工期を予定している中で、１７３億６,９００万円

ほどを総事業費で考えております。失礼しました。総事業費を訂正いたします。

総事業費１０５億６,５００万円を予定しております。 

 

小越委員  ８５億円が１０５億円ということで、そうは言っても２０億円もふえている

んです。本当に流通の合理化、生活環境の改善という中で、あそこは梅の里、

クラインガルテンもあったり、梅があったりしますけれども、ほかにどのよう

なものの流通の合理化になって、金額的に幾らぐらい農業の生産や所得とかが

向上するという見込みなのかお知らせください。 

 

福嶋耕地課長  いずれ農業生産性の向上に基づく効果、その辺は流通の合理化等を中心に、

国の承認を受けているＢ／Ｃ１.０以上を上回るものとして進めてきていると

ころであります。 

 

小越委員  何度聞いても、最初の８５億円も巨額でしたけれども、それが１０５億円に

伸び、工期期間も１０年も多くなるということで、本当にこの道を最初につく

るときの目的と、今の経済状況や農業を取り巻く環境から含めて、もうちょっ

とこれを今後の反省材料にしていただかないと。あそこでどのぐらい流通した

といっても、それがどれぐらい農業の生産や農業の所得につながったか不明な

ままで、道をつくっていくということだけが農業の農政の中で主力になってし

まっては困りますので、公共事業再評価、何回もやられていますけれども、こ

れ、これからも何回かやっていくんでしょうか。 

  それで、予定より１０年も向こうに行くということになりますと、この広域

農道が本当に必要だったのか、そして、これがこれからどういうふうに資する

のかということを、再評価、事後評価をしっかりやるべきだと思うんですけれ

ども、そこをお聞かせください。 

 

福嶋耕地課長  それにつきましては、県の公共事業評価委員会の規則にのっとりまして、諮

るべきときには諮って進めてまいります。 

 

       （農地中間管理機構について） 

小越委員  ぜひこれで、ほかのところにも及んでいくんですけれども、道のつくり方、

そして、これが農政の予算ですから、これが本当に農業のところに資するもの

かどうかとしっかり考えて事後評価をして、そして、このようなことが二度と

起きないようにしていただきたいと思います。 

  もう１つ、先ほど皆川委員からもありました中間管理機構のことでお伺いし

ます。先ほど、中間管理機構、県費で先ほど予算がありましたけれども、国か

らも予算が来ていると。平成２７年度からは、土地改良も含めて国からお金が

来るというお話がありました。先ほど農地の集積のことがあったんですけれど

も、国から基金が来て、その基金を積んで、それを農地の集積につなげるとい

うことがあります。農地集積協力金交付事業について、国からお金が来て、農

地を集積するようにということで交付金のお金が来ています。それが幾ら来て

いて、どのぐらい執行されたのか、まずお示しください。 

 

伏見農村振興課長 出し手に交付されます協力金につきましては、５１９万６,０００円が２６

年度の実績でございます。２７年度につきましては、予算として５,０００万

円ぐらいを使って協力金を交付したいということですが、まだこれはマッチン

グが進んでいませんけれども、２７年度の予算については５,４００万円を盛
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っております。 

 

小越委員  ２６年の実績が５１９万円ということは、国から来ている補助金、それは全

体で幾らだったんですか。実績が５１９万円じゃなくて、補助金というか、国

から来た基金の交付金の金額は全部で幾らなんですか。 

 

伏見農村振興課長 協力金を含めての金額ということでよろしいでしょうか。 

 

桜本委員長  小越委員にお伺いします。今の数字が出てこないと、次の質問に移れません

か。 

 

小越委員  移れます。 

 

桜本委員長  よろしいですか。 

 

小越委員  では、後でぜひ教えてください。先ほど２７年度予算が５,０００万円で、

２６年度が５１９万円、単純に推測でいきますと、約１０分の１しか使われて

いないんじゃないかと思うんです。平成２７年５,０００万円の予算が来て、

去年は集積のために協力したお金が５１９万円しか使えなかったと。というこ

とは、２７年度もこの傾向で行きますと、約１割しかこの交付金を使えないと

いうか、集積できない。国からたくさんのお金が来ても、集積することができ

ないのはなぜなのでしょうか。 

 

伏見農村振興課長 ２６年度は当初ということもありまして、先ほど言いましたように、実績

が、４９ヘクタールが貸し出しという形になっておりまして、目標３００に対

して４９ヘクタールということで、そういう形で協力金が使えなかったという

ことが１点ございます。 

  ２７年度につきましては、やはり目標は３００という数字を持っております

けれども、とにかく目標に近づけたいということ。それから、この協力金の中

身については３つございまして、それぞれの地域に交付する協力金と、営農を

リタイアしてやめる方に行く協力金と、機構が借りた農地の隣接地を貸してい

ただける方という、この３種類のタイプがございます。そこら辺のところ、１

年目はＰＲが少なかったと私たち考えておりまして、今後マッチングする上で

は、これをしっかりＰＲして交付していきたいと考えております。 

 

小越委員  ということは、この５,０００万円のお金はほぼ使い切れるというか、集積

が進むという見通しなんでしょうか。 

 

伏見農村振興課長 集積が目的ですから、このお金をちらつかせて土地を貸してくださいとい

う形で使うものではありませんので、まず集積することが目的であると考えて

います。その上で、条件に合うものについて貸し出しにお金を交付するという

ことで、貸し出す方全員にこの協力金が渡せるというものではありません。 

 

小越委員  そもそも山梨県で大きい平地で整地をして集積するということが、中山間地

が多いですし、耕作放棄地も多いですし、なかなか困難というか、そこを貸す

というところに農家の皆さん、二の足を踏む方も多いですし、茨城とか秋田と

か、ああいう大きい、広い水田のところを集積するのと山梨県はやっぱり条件

が違うと思うんです。それで、集積のお金がこれだけ来ているんですけれども、
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これを本当に使わなくても私は仕方ないと思うんです。集積することがなかな

か困難であれば、この補助金の国の立て方そもそもがこの山梨県に合っていな

いんじゃないかと。大きな水田地のところをごっそり集積するのは可能かもし

れませんけれども、山梨県のように山つきで、耕作放棄地もあって、面積も小

さいとなりますと、大きく集積しようということがそもそも不可能というか、

ほかの県とはちょっと違うんじゃないでしょうか。いかがですか。 

 

伏見農村振興課長 確かにこの事業そのものは土地利用型ということで水田地域が中心の集約

ということになりますけれども、ただ、山梨県にも当然水田もございます。そ

れから、集約型農業については、大きな面積という形にはなっていかないかも

しれませんけれども、そこで貸し出す方たちはいますし、条件に合う方たちは

いますので、そういった方たちにはこの協力金をしっかり交付して、集積の促

進につなげていきたいと考えています。 

 

小越委員  この集積のお金を消化することが目的になってはいけないと思うんです。や

はり山梨県の特性も含めて、大きい面積じゃなくて、規模が小さいところでも

集積するのか、それから、条件も、全国一律ではなく、山梨県独自のことも含

めて、集積が目的にならないように、家族農業、家族経営でこの山梨の農業を

支えているということも含めてやらないと、この前の国の公聴会でＪＡ梨北の

方が言っていましたけれども、山梨の農業を支えているのは、大きな法人だけ

ではなく、そのほとんどと言ってもいい方々が家族農業で、兼業農家の方々が

農家の水田を支えていると。そこも含めてやらないと方向を間違えると思いま

すので、集積だけを、お金を使うことだけを目的にしないでいただきたいと思

いますが、最後にここだけ聞いて終わりにします。 

 

伏見農村振興課長 委員おっしゃるとおりで、お金を使うことが目的ではありません。集積す

ることが目的でございますので、協力金を全く使わないで集積ができればそれ

でいいと思いますけれども、山梨県は山梨県らしい特徴がありますので、大規

模に集積するところもあれば、家族農業を支えるような形での集積もあるとい

うことで、地域に合わせた集積の仕方をしていきたいと思っております。 

 

桜本委員長  金額につきましては、次の部局審査の冒頭に説明してください。 

 

（ 休  憩 ） 

 

桜本委員長    伏見農村振興課長から報告を求めます。 

 

伏見農村振興課長 平成２６年度に農地集積として積み上げた基金につきましては、１億９,

８４５万５千円でございます。 
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主な質疑等 エネルギー局・企業局 

 

※第６１号 山梨県公営企業の設置等に関する条例中改正の件 

質疑 

 

河西委員  この改正条例についてお聞きしたいと思います。丘の公園に指定管理として

やっていただいておりますが、運営も大変厳しいように聞いております。その

中で、利用者をふやすということで、山梨県は会員数が１,０００人当たりで

は５.２８人で、日本では４位ということで大変人気があります。競技人口に

しても１９万と少しぐらいですかね。昔、ゲートボールがありましたが、あれ

はルールがちょっと難しくて、わかりづらかったのですが、このグラウンド・

ゴルフは本当に簡単な競技で、よくても悪くてもやはり自己責任ということで、

人気があるのではないかなと思います。 

  そういうわけで、グラウンド・ゴルフ協会の認定をとり、２面をつくるとい

うことですけが、このグラウンド・ゴルフの認定コースというのは県内では聞

いたことがないので、県内ではおそらくないと思いますけれども、あるのかな

いのか。また、この認定をとった場合、どんなメリットがあるのか、その点を

お聞かせいただきたいと思います。 

 

廣瀬企業局総務課長 県内には、日本グラウンド・ゴルフ認定協会の認定のグラウンド・ゴル

フ場はございません。県内初となります。また、県内初のグラウンド・ゴルフ

場の認定を受けますと、日本グラウンド・ゴルフ協会のホームページに掲載さ

れるため、集客につながるとことが予想されます。また、大会等も開きやすく

なりますので、八ヶ岳南麓地域全体の集客にもつながるものと思っております。 

 

河西委員  その方向でいいのではないかと思いますが、６２８円という金額は上限だと

思います。その範囲内で、指定管理者と今から協議をしながらやっていくと思

いますが、大体この値段でいくのか、それともまた協議して金額が変わるのか、

今、はっきりしているのか、していないのか、わかりませんか。 

 

廣瀬企業局総務課長 これは近隣のグラウンド・ゴルフ場の平均ということで定めさせていた

だきました。現在、指定管理者が５４０円という金額で自主事業としてやって

おります。また指定管理者と相談させていただき、どのぐらいになるのか金額

を定めさせていただきたいと思っております。以上でございます。 

 

河西委員  金額もあまり高ければまた利用も少なくなるし、また、少なければせっかく

やっても収入は少なくなるということで大変難しいと思いますが、ぜひいいと

ころで金額を決めていただければと思います。県が１,２００万円ほど出して

整備をして、また指定管理者にとっても大変な集客動員にもつながるというこ

とで、メリットがあると思います。ところで、平成２６年度はプレーだけだと

５００人ぐらいということでありますが、平成２７年度のグラウンド・ゴルフ

のプレーだけする人数は３,９４５人とのことですが、これはプレーだけでは

なくて、一緒にいろいろとレストランとか温泉施設とか利用した数を、合わせ

た数ということでしょうか。 

 

廣瀬企業局総務課長 資料４ページの表の右上でございますが、プレーのみと、それ以外にプ

レーと食事とか温泉をパックにして出している例がございます。平成２６年度
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から、プレーのみで帰られた方が５００人弱、パックを利用された方が２,０

００人弱となっております。それから推計しまして、平成２７年度の利用者を

両方含めまして４,０００人弱と推計させていただいております。以上でござ

います。 

 

河西委員  平成２７年度は、例えば収入金額というのでしょうか、２７年度のプレーだ

けだと幾らで、一緒にいろいろなパックとして利用していただいた場合はどの

程度になるか教えてください。 

 

廣瀬企業局総務課長 プレーのみの方が約２割、パックを８割方利用されると推計させていた

だいております。プレーのみの方を推計しますと大体２５０万円ぐらい、それ

から、パックを含めますと、右の表にあるように９３０万円、１,０００万円

弱ぐらいの収入があるのではないかと見込んでおります。以上でございます。 

 

河西委員  ありがとうございました。１,２００万円という県費を投入して２面整備す

るということであります。ぜひ活性化につながるように、また指定管理者とよ

く協議した中で頑張ってもらいたいと思いますが、公営企業管理者から、最後

に一言お願いします。 

 

矢島公営企業管理者 本当に高齢者に非常に人気のスポーツだということで、競技人口もこれ

からどんどんふえると思います。八ヶ岳のまさに観光の拠点の１つである丘の

公園でありますので、そこに多くの人が集まって、地域全体も繁栄できるよう

に頑張っていきたいと思っております。 

 

討論        なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※第６３号 平成二十七年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中農政産業観光委員会  
関係のもの、第二条繰越明許費中農政産業観光委員会関係のもの及び第三条債務  
負担行為の補正中農政産業観光委員会関係のもの  

質疑 

（やまなしエネルギービジョン（仮称）策定事業費について） 

浅川委員  やまなしエネルギービジョン（仮称）策定事業費については、代表質問をさ

せていただいたのですが、今、やまなしエネルギー地産地消推進戦略というこ

とで進めておりますね。平成２４年度から立ち上げて進める中で、今回策定す

るエネルギービジョンと、どういう関係を持って進めていくのかお伺いします。 

 

井出エネルギー政策課長 現在進めております、２０５０年ごろに全電源をクリーンエネルギ

ーで賄うとしましたエネルギー地産地消推進戦略につきまして、これは先ほど

申し上げた２０５０年ごろのエネルギーのあり方、それまでの施策の進め方を

示したものでございます。今回策定しようとしております新しいエネルギービ

ジョンにつきましては、２０３０年ごろを見通した施策の方向とエネルギーの

構成を検討して策定していこうとしているものでございます。２０５０年とい

う長期の目標につきましては、引き続き大きな課題であると認識しておりまし

て、２０３０年の目標を実現しながら、２０５０年に向かってどのように進め
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ていくか、あわせて検討をしていくということになろうかと思います。 

 

浅川委員  今、課長が言われたこともよくわかるのですが、今なぜこの新しいエネルギ

ービジョンを策定する必要があるんでしょうか。 

 

井出エネルギー政策課長 現在のやまなしエネルギー地産地消推進戦略につきましては、太陽

光発電を中心としましたクリーンエネルギーの普及促進を中心としているも

のでございますが、太陽光発電の急速な導入により、自然景観や環境との調和

の問題、増加する国民負担の問題、また、系統連系の制約といったさまざまな

課題が生じてまいりました。これに対して国におきましては、２０３０年の全

国の電源構成を目指した新しいエネルギーミックス、電源構成が示されたとこ

ろでございます。また、本県を取り巻く課題といたしまして、企業の撤退とか

景気の低迷によります産業界への支援が必要になっているということ、人口減

少への対応が必要になっていること、こうした課題への対応も踏まえまして、

早急に新しいエネルギービジョンを策定する必要があると考えているところ

でございます。 

 

浅川委員  よくわかりました。有識者による検討委員会を立ち上げると書いてあります

が、どんなメンバーで、何人ぐらいで構成して、年間どのぐらいの回数開催す

るのか、計画があったら教えてください。 

 

井出エネルギー政策課長 新しいエネルギービジョンにつきましては、やはり県内の産業界に

対してどういったエネルギーを供給していくかということが議論の中で大き

な比重を占めてまいります。そこで、委員会のメンバーとしましては、県内の

産業界から、また消費者の代表者、さらに学識経験者、電源・エネルギー関係

の事業者といったメンバーで１０人程度を考えております。また、審議におき

ましては３回程度を予定しておりまして、第１回目で現状と課題を示した上で、

第２回で素案を検討し、３回目で成案を取りまとめる、このような流れで進め

ていきたいと考えております。 

 

浅川委員  ７月３日には議会でもエネルギーに対する政策提言案作成委員会が、立ち上

げる予定になっております。できればその中からも１人ぐらい参加することが

可能なのでしょうか。それとも、提言で言ったほうがいいのか。もし見解があ

ったら教えてください。 

 

井出エネルギー政策課長 これまで有識者会議につきましては、専門性の高い内容での議論、

またそれぞれのお立場からの議論をということで考えておりまして、議会から

の選任は今、想定してございません。議会から御提言をいただけるということ

であれば、その提言をもって新しいビジョンの中に反映させていくということ

も１つの方法ではないかと思います。以上でございます。 

 

       （やまなしスマートハウス普及啓発事業費について） 

浅川委員  引き続きまして、やまなしスマートハウス普及啓発事業費を新しくつくられ

ておりますが、スマートハウスとは例えばどんな住宅のことをいうのですか。 

 

井出エネルギー政策課長 スマートハウスという言葉につきましては、新しい言葉ですので、

なかなかなじみがないかもしれませんが、県で考えておりますスマートハウス

は、自立したエネルギー源を持ち、快適な生活ができるようエネルギーを最適
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に利用して、省エネルギーも実現できるものと考えております。具体的には、

エネルギーとしましては、太陽光発電、燃料電池、さらに蓄電池を備えたもの、

また、最適にエネルギーを利用する環境としまして、エネルギーのマネジメン

トシステムを備えたもの、省エネルギーとしまして、断熱性能の高い窓とか壁

を有したもの、そうした機能を備えて省エネルギーにも貢献できるものをスマ

ートハウスと考えております。 

 

浅川委員  今説明したスマートハウスの普及のために、中小の工務店を対象としたセミ

ナーが必要だと言っていますが、この辺はどんな観点から中小の工務店を対象

にするのか教えてください。 

 

井出エネルギー政策課長 新築住宅におきましては、ハウスメーカーの取り組みによりまして

スマートハウスの普及が今、進みつつあります。しかし一方で、実際に住宅建

築を担っているのは工務店の努力によりまして、全国的にはおおむね４割程度

は工務店の施工によるものと伺っております。そうしたことから、スマートハ

ウスを普及促進させるためには、ハウスメーカーだけに任せておくのではなく

て、工務店の皆様方にまず省エネルギーあるいは新しい省エネ基準がどういう

ものなのか、国の補助制度はどういったものがあるのかということを御理解い

ただくために、そのためのセミナーを開催することが必要ではないかと考えて

こうした事業を組み立てたところでございます。 

 

浅川委員  セミナーの内容はどのようなものを想定してやるのか、また、どの程度、ど

の辺の地域で開催するのか、計画があったらお示しください。 

 

井出エネルギー政策課長 先ほど答弁させていただいたとおり、国の補助制度あるいは省エネ

性能についての知識の普及ということで、専門の国の関係機関の講師を招聘し

まして、セミナーを開催したいと考えております。開催場所につきましては、

県内の４地区４カ所に分けて、それぞれ開催してまいりたいと考えております。 

 

       （エネルギーの地産地消について） 

白壁委員  井出課長、答弁上手だからよくわかるのですが、当初の地産地消の関係、こ

れ、本当に鳴り物入りで出てきたもので、２０５０年の計画を立てたときに、

当時の担当だとか課長にもいろいろ聞いたところ、２０５０年というと先々の

ことで、そんな先まで計画立てられるんですかという話をしたら、「これを計

画として立てます」「どういうところに何を主体としていくのか」「太陽光を主

体といたしまして、企業だとか、これからメガも出るだろうし、ほかに一番重

要なところは、家庭の屋根に太陽光発電を設置していきます」と答えていまし

た。それを推進するためにどうするのという話をしたら、融資を受けて設置す

る際の金利についてアッパーを決めて補助していきますと言っていた。 

  その当時は、それで、これはすごいもんだと。でも、できるかどうかわから

ないけれども、頑張ってもらいたいということだったんだけど、今度、エネル

ギービジョンと名前が変わったんだね。なおかつ、景観を壊すから太陽光発電

はだめだと言っているんだよね。１つ抜けているのは、当時一番力を入れよう

とした住宅の太陽光というのが今も答弁ないんだよね。あのとき発電するもの

としては、これが一番大きかったんだよ。それと、水力発電をやっていこうと。

企業局も１年に１つずつぐらいやっていこうかというようなことがあったね。 

  その当時は、そこにガス管があるから発電しようなんていうことはなかった

んだけど、あれは地産じゃないんだよね。どこか外国から持ってきたり、新潟
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あたりから持ってくるんだから、だから、苦肉の策でエネルギーと名前を変え

たということなのか。幾つか言ったけれども、まとめて答弁してください。 

 

井出エネルギー政策課長 まず、住宅用太陽光についてお尋ねをいただいております。住宅用

太陽光につきましては、昨年度まで補助事業を行いまして、一昨年度までにお

いては実際に住宅用太陽光発電を入れる場合、その設置費用に対する借入金を

した場合にその補助を行いました。昨年度におきましては、住宅用太陽光は必

置といたしまして、さらにエネルギーマネジメントシステム、ＨＥＭＳを設置

する場合に補助を行うということで、家庭の住宅用の太陽光の普及促進という

ことで取り組みを進めてまいりました。 

  これにつきましては、やはり相当程度住宅用のものは現在も進んでおります。

今後、現在の固定価格買取制度においても、住宅につきましては価格がそれほ

ど下がらないままで推移をしており、国といたしましても、引き続き普及に努

めていくという姿勢があらわれているんではないかと思っております。この固

定価格買取制度により、今後においても住宅用太陽光につきましては普及が進

むものと考えております。 

  また、実際に今後におきましては、先ほど事業の御説明をさせていただきま

したが、スマートハウスということで、やはりみずから近場で発電をしてエネ

ルギーを有効に活用することは非常に大切なことで、県としても推進していく

べきものと考えており、このスマートハウスの普及促進という形で、住宅用太

陽光につきましても今後も普及を促進してまいりたいと考えております。 

  また、次のお尋ねがございました名称につきましては、これは新しいやまな

しエネルギービジョンということで、従来の地産地消という考え方を全く否定

するものではございません。地産地消ということで身近なところでエネルギー

を生み出し、身近に消費をしていくことは引き続き考え方としては持ち続けな

ければいけないと思っておりますし、２０５０年の地産地消の姿もこれは目指

すべきものと考えているものでございます。 

  今回新たにエネルギービジョンとしましたのは、太陽光発電、水力発電、御

指摘がありましたその普及とあわせまして、新たに天然ガスパイプラインを活

用して、熱エネルギーの活用につきましてもエネルギービジョンの中で検討し

てまいりたいということで、熱も含めまして新しいエネルギービジョンという

ことで検討をさせていただきたいと考えております。 

 

白壁委員  よくわかるんだけど、いずれにしても地産地消という言葉はすばらしい言葉

なんだね。今度、新しい知事になったら、ガス管があるから発電させてしまう

と。そうすると、地産地消じゃなくなるからこれに変えたんだと僕はそう感じ

たんだけど。要は、山梨県内で電気を消費するのに、県内で発電したもの、こ

れで賄おうなんていうのはすばらしいことだし、県民がそれに向かってみんな

で協力しましょうというと、スマートハウスイコール今言ったようなことなん

だけど、こういう協力も出てくると思うんだ。ただ、エネルギービジョンでい

えば、実はガスも通っているからそこのところで発電する。「そのガスはどこ

から来ているの」「外国から来ている、新潟から来ているんだ」と、これは違

うと思うんだけどね。僕は、何回も言うとおり、地産地消という捉え方も考え

方も、すばらしいことだと思うんだけど、この点についてはどうですか。 

 

井出エネルギー政策課長 委員御指摘がございました地産地消につきましては、身近なところ

でエネルギーを生み出し、それを近くで消費をしていくということは、目指す

べき姿としてあろうかと思います。一方で、現在のエネルギーを取り巻く状況



平成２７年６月定例会農政産業観光委員会会議録 
 

- 37 - 

の中で、国の２０３０年を見通した電源構成におきまして、確かに地産地消と

いったものを今後もどう普及させていくかは、再生可能エネルギーの普及、ま

た新たにコジェネレーションということで、天然ガス等を活用しました電源に

つきましても明確に数値が示されているということでございます。ですので、

２０３０年という時間軸の中においては、そういった天然ガスを活用したエネ

ルギー利用もこれはどうしても必要になってくるかと思います。ただ、委員御

指摘のとおり、やはり目指すべき姿としての地産地消は、今回のエネルギービ

ジョンの検討の中でも、将来的にはどういうものを目指すのかという点で検討

はさせていただきたいと考えております。 

 

白壁委員  今、太陽光も、スマートグリッドの関係もあるし、電源が安定していないか

ら、企業局でも一生懸命いろいろやっているようだけど、要は、スマートハウ

スというのはＨＥＭＳだよね。これを別に捉えてはだめなんだよね。いわゆる

ＨＥＭＳという捉え方の中でスマートハウスが出ていく。そういう仕組みを、

システムを使った電源管理をしながら、例えばどういうところが一番電気を消

費して、それを抑えるためにどうしたらいいか。そのために、生活サイクルを

変えて、少しでも下げていこうと。なおかつ、自分のところでエネファームか

何か使って発電したりしながら、それを今度蓄電しようと。その蓄電のバッテ

リーをセットして、少しでも効率のいい住宅をつくっていこうということだね。

僕もプロだから、皆さんより多分詳しいと思います。 

  それにしても、こういうものを皆さんで普及しましょうという前提には、エ

ネルギービジョンじゃなくて、地産地消だとか、もっと具体的な名前があった

ほうがみんな協力しやすいんだね。ただそこにガスがあるから、ガスを付加し

ていかないと５０年の達成はできないという意味かな。でも、その当時はでき

ると言ったんだよ。僕は不可能だと言ったんだけど。でも、できると言った。

そうすると、住宅も一生懸命しましょう、県でもしますと。でも、そんな県の

ちょっとぐらいのものじゃ足りないという話をしたら、いや、市町村もやって

いますからと。何で市町村と一緒に県がやらないんだと言ったけれども、県は

県でそういう立場で、市町村が推進するものですからということだったのね。

いずれにしても僕は地産地消という言葉を絶対捨ててはだめだと思う。 

  あと、スマートハウスの関係だが、どのぐらいを目標にしていくのか。期日

はどのぐらいで、どのぐらいの棟数をいつごろまでにつくっていくという計画

を立てるのか。ただ単純に設計屋だとか工務店を集めてその説明をするだけと

いうことなのでしょうか。 

 

井出エネルギー政策課長 スマートハウスにつきましては、まず国の施策がどのようになって

いるかが１つの目安になろうかと考えております。具体的に国で、２０２０年

ごろまでには段階的にスマートハウスを標準的な新築住宅に導入していくと

いう目標が示されております。したがいまして、この国の施策に合わせまして、

２０２０年ごろまでには標準的な住宅でスマートハウス化、新しい省エネ基準

に適合するような住宅を県内でも普及ができる形で後押しをしていくことで

考えさせていただきたいと思っております。 

 

白壁委員  エネファームが普及したというのは、３００万円ぐらいの補助金があったよ

ね。結構高いんだけど、それでも１８０万円から２００万円ぐらいかかってい

るのかね。かかっているんだけど、国が施策の誘導をかけて、そっちの方向に

補助金をかけていったんだよ。今、このＨＥＭＳもスマートハウスも同じで、

その方向に引っ張っているわ。だけど、これはなかなか難しい。難しいという
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のは、なくてもいいものなのよ。でも、エネファームの場合には、電気を切っ

てもそれで発電できて、電気を生むことができるから、目に見えていいんだけ

ど、例えばこの時間帯で今月こうだった、前年のこの時期、同じだった、少し

下がりましたといっても、それを金額に換算してもなかなか普及しないんだね。

一生懸命国はやっているけれども、２０２０年って間に合わないと思う。 

  僕はよく言うんだけど、この政策が出てから軌道にのるまで、大体１０年か

ら１５年は絶対かかるね。ということは、今、山梨県がそんなに早く設計屋に

言っても、工務店に言っても動かない。動いているのはハウスメーカーだけで、

それも一部。でも、そんなに売れてない。なのに、今やるのかな。やらなけれ

ばならない国の指導か何か来ているのでしょうか。 

 

井出エネルギー政策課長 国の施策と申し上げまして、これは国が独自にもちろん進めている

ものでございまして、特に国から指導が何かあるということではございません。

やはり家庭部門での省エネルギーということで家庭の省エネをどう進めてい

くかという観点では、やはり熱エネルギーをいかに家庭の中で落としていくか

ということが大きな課題となっております。山梨県の家庭部門でのエネルギー

消費がなかなか高どまりをして下がらないという状況がございます。そういっ

た中では、委員御指摘のとおり、新しい情報通信機能などを使っているスマー

トハウスはなかなか普及しにくい面は確かにあろうかと思いますが、省エネル

ギーを進めていくという観点においても、やはり県としましてはその実現に向

けて努力はしてまいりたいと考えております。 

 

白壁委員  これずっと話ししていても多分終わらない問題ですが、まず、省エネの住宅

というのは断熱から入るんだね。気密があって断熱がある。それがあって、建

物内の床平米当たりのカロリーを４０だとか６０にしていくためにはどうし

ようかと、まずそこが基本なの。あと、一番熱損失の大きいいわゆる開口部と

いう、単板ガラスだと熱伝導率例えば２.６というのを複層にすることによっ

て１.３に下がるとか、中にはアルゴンガスを入れることによって０.幾つに下

がると。今度は全体的ないわゆる断熱性能を上げていく。断熱性能を上げてき

て、今度は電気をどう使っていこうかと。例えばエアコンの消費量だとか、そ

ういうものを今度は出していって、あとは１日のサイクルがあるから、その中

で一番多いときをどうしていったらいいとか、夜間も使ってこうしようかとい

うところでＨＥＭＳが入ってくる。ＨＥＭＳが入ってきたら、今度はこういう

ものがスマートハウスと呼ばれるもので、電話を使ったり、パソコンを使った

りして遠隔操作できるようになる。 

  そこまでわかってもらえれば、何が一番重要かというと、そこまでなかなか

行かない。行くまでに時間がかかるということだよ。多分今回やってもそんな

に行かないと思う。それよりもハウスメーカーに協力させて、山梨県だって、

５割ぐらい今、ハウスメーカーじゃないかね。ということは、大手ハウスメー

カーね。パワービルダーと言われるような地域の大きな工務店の話じゃない。

２００、３００やっているような工務店はパワービルダーというんだけど、大

手ハウスメーカーというところは今、メーカーの差別化でやっているから、こ

ういうところをうまく利用していったほうがまだいいような気がするんだね。

そうすると、皆さんの仕事がなくなってしまうんだけど。 

  いずれにしても、何回かやって、間違いなく必要なことは必要なことだから、

やっていってほしいんだけど、なかなか進まないと思う。進めるためにはどう

しようかということだよ。そのためには、何かの上乗せをかけたり、よくリフ

ォームというんだけど、リフォームでＨＥＭＳができるようなものを考え出す
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とか、そういう研究するための費用を投資して、世の中にないようなものをつ

くっていかなければだめだよ。リフォームってなかなか消費も拡大できて、新

築というのはだんだん減っていくんだから。今どうだろう、山梨県で３,００

０棟ぐらいかな。リフォームはこれからストックしている建物にちゃんと力を

入れてやっていくような何か違うもの、ただ単純に工務店を呼んで、設計屋を

呼んで、指導して、それをふやすなんていうことよりも、どうせお金かけるん

だったら、もっと違うものを考えてほしい。方向性は間違っていないので。 

 

井出エネルギー政策課長 委員の専門的なお立場からのいろいろな御指摘もいただきましたの

で、その点も踏まえて今後の新たな検討課題としていろいろと検討させていた

だきたいと思います。 

 

       （エネルギー地産地消推進事業費について） 

小越委員  皆さんから質問が出ているエネルギー地産地消推進事業費、やまなしエネル

ギービジョンのことです。ここの説明を聞く限りでは、エネルギー供給力の充

実による県内経済の活性化と災害に強いエネルギー社会の構築を図るとある

のですが、先ほど再三お話がありました２０５０年の地産地消は、あくまで地

産地消を２０５０年までに山梨県内でやるというのが大きな目的というか狙

いだったんですけれども、今回、これを見ますと、そうではなく、経済の面か

らエネルギーをどこから供給するかということでつくるということですか。 

 

井出エネルギー政策課長 地産地消戦略につきましては、２０５０年ごろまでに地産地消を目

指すという考え方でおります。それにつきましても、今回のエネルギービジョ

ンの中では、それは目指すべきものとして検討はしていく必要があると考えて

おります。今回のビジョンの中で、経済的な支援策としてエネルギーを考えて

いるかということにつきましては、それのみが問題ではないと考えております。

その目指すべきところは県内経済の活性化というところもございますが、いか

にエネルギーを効率的に山梨県内で使っていくのか、また、省エネルギー社会

をいかに実現していくのか、そういったところも大きな課題と考えております。

そうしたことも含めて、山梨県のエネルギーのあり方についてビジョンの中で

検討させていただきたいと考えております。 

 

小越委員  ということは、やっぱり２０５０年までの大きな地産地消という中に、今度、

２０３０年のエネルギービジョンは入るということなんでしょうか。それとも、

２０３０年までにここまで到達した後、２０５０年に行くのかと。２０５０年

に地産地消を目指すとなれば、２０３０年には例えば半分は行くとか、３分の

１は行くとか、そういうことなのか。包含しているのか、それとも別の話なの

か、そこを説明もう１回お願いします。 

 

井出エネルギー政策課長 ２０５０年で地産地消を目指していたということは大きな目標であ

ると考えております。２０３０年と申しますのは、やはり足元の状況から、山

梨県にどういったエネルギーをどのように入れていくのか、それを２０３０年

の段階では、国のエネルギーミックスも考えながらどこまで実現ができていく

のかを考えていくものであります。それが２０３０年を目指した上で、さらに

２０５０年がどうなっていくのかも見すえたもので検討してまいりたいと考

えております。 

 

小越委員  ということは、２０３０年、エネルギーミックスの話がありましたけれども、



平成２７年６月定例会農政産業観光委員会会議録 
 

- 40 - 

地産地消ということになりますと、山梨でつくったエネルギーで山梨の経済も

生活もすると。２０３０年のときにはそこまで行っていないということを含め

てエネルギー構成はどうなるかとなりますと、原発のことが出てきます。そこ

についてはどうお考えなんでしょうか。 

 

井出エネルギー政策課長 原子力発電があるということにつきましては、これはいわゆる電力

会社をはじめとする一般電気事業者が原子力発電所を保有して、そこで発電を

しているということでございます。県の立場から見ますと、電力会社から電気

を山梨県に供給を受けているということですので、それがどういった電源から

来るかということは、直接山梨県では、ちょっと考えられることではないんで

はないかと思っております。 

 

小越委員  だから、電源のところがどうなるかという構成を、２０３０年までには、天

然ガスでこのぐらい、太陽光でこのぐらい、東京電力はこのくらいという計算

というか数字で出していくということなんでしょうか。 

 

井出エネルギー政策課長 国の２０３０年の電源構成が示されております。その中には、それ

ぞれのエネルギー別の種別によって構成比率が示されております。県でこれか

ら検討するエネルギービジョンにおきましても、可能な限りそういったものは

検討すべきものと考えておりますが、その点につきましては、今後、有識者の

御意見も伺いながら検討させていただきたいと考えております。 

 

小越委員  今の説明でいきますと、あくまでこれからエネルギーの構成をどうするかと

考えていくということだと思うんです。天然ガスでいこうと後藤知事が言って

いますけれども、それがどのぐらいなのか。私は２０３０年、それから、２０

５０年も見通して、先ほど白壁委員からもありましたけれども、地産地消とい

う言葉をやっぱり２０３０年までにどこまで行くんだかということを、それも

含めて検討していただかないと。今の話だと、経済のことは経済のこと、地産

地消は地産地消のこととなりますと、２０３０年と２０５０年のこの計画の整

合性が合わなくなってくると思うんです。２０３０年までに地産地消でどこま

で行くのかということも含めて２０５０年は必ず達成することを含めてやっ

ぱり考えていただかないと、経済産業のために天然ガスをどう使っていくかだ

けだと、本来の地産地消の推進事業費から話が外れていってしまうので、私は

あくまで地産地消を目的にして、２０３０年にはどこまで行くのかというのを

示していただきたいと思いますが、最後にそこをお伺いします。 

 

井出エネルギー政策課長 委員御指摘の地産地消についてでございますが、地産地消というエ

ネルギーの供給体制が大きな課題としてあることは御指摘のとおりだと思っ

ております。ただし、地産地消という形だけがエネルギーの供給のあり方とし

てそれが全てではないと思っておりますので、さまざまなエネルギーの供給体

制というものはあろうかと思います。どういった体制が２０３０年の時点でと

れるのか、それについても検討課題と考えておりますので、地産地消というこ

とも含めてその点は検討させていただきたいと思います。 

 

討論        なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 
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※所管事項 

質疑 

（本県の太陽光発電の設置状況等について） 

浅川委員  さっきからいろいろ話が出ましたが、私、メガソーラーと自然景観について

代表質問をさせていただきました。エネルギーの施策を展開しているのも、多

分地産地消の部分で太陽光をちょっとダウンさせようということがあるんで

はないでしょうか。細かくもう１回おさらいをさせていただきますが、まず本

県の太陽光発電の設置状況はいかがですか。 

 

井出エネルギー政策課長 現在までに太陽光発電が導入されている数でございますが、住宅用

太陽光が８万７,０００キロワット程度、事業所用につきましては１９万６,

０００キロワット程度、合計いたしますと２８万３,０００キロワットが導入

されているものでございます。 

 

浅川委員  太陽光の発電量について、発電出力はどのぐらいですか。 

 

井出エネルギー政策課長 発電出力といたしましては、住宅用と住宅用以外のメガソーラー等

の事業所用を含めまして２８万３,０００キロワットでございます。これにつ

きましては、東京電力による山梨県内の電力出力で、１０３万キロワット程度

がピークでございます。そういたしますと、その１０３万キロワットに対しま

しては、出力とすればおおむね２７％程度太陽光発電があるということでござ

います。 

 

浅川委員  発電電力量はどのぐらいあるんですか。 

 

井出エネルギー政策課長 出力ベースでは先ほど申し上げました２７％でございますが、実際

に発電する量ということになりますと、年間で３.５億キロワットアワーに計

算上はなっております。 

 

浅川委員  出力が２７％で、電力量が６％という格差は何なのか。 

 

井出エネルギー政策課長 太陽光発電の特徴といたしまして、実際に発電できるのは太陽光が

出ているときだけで、夜は発電をしないということがございます。また、日が

陰ったりしますと発電の出力が下がるということもあり、出力は大きく変動し

てまいります。そのため、発電能力、出力としてはありましても、実際に発電、

電力として使えるものというのは、やはりそのまま使えるわけではありません

で、実際には下がってしまうという特徴があるからと承知をしております。 

 

浅川委員  防災面も含めて質問させていただきますが、私どもの会派で、甲斐市の菖蒲

沢も現地調査をしたこともありますし、私の地元の樫山牧場という、かなり大

きな、４５億円ぐらいの計画が進んでいるんですが、景観や防災上問題となっ

ている事例がございますか。 

 

井出エネルギー政策課長 全県下におきまして大規模な森林伐採を伴うような計画が散見され

ておりまして、その中には、景観上の問題が指摘されているもの、あるいは防

災面での懸念が示されている計画が散見されているのは事実でございます。 
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浅川委員  今現在、どのぐらいの面積が山林に設置されているのか大体わかりますか。 

 

井出エネルギー政策課長 森林伐採を伴うものにつきましては、一定の規模、１ヘクタールを

超えるものにつきましては、森林法の規定に基づきまして、林地開発許可がな

ければ開発ができないことになっております。その林地開発許可を得ている面

積としましては、６０ヘクタール程度が現時点では許可を得ております。です

ので、１ヘクタールを超える開発は６０ヘクタール程度既に許可が出ていると

いう状況でございますが、それを下回る規模のものにつきましては、県として

はデータとしては把握ができない状況でございます。 

 

浅川委員  設置するには、特にメガソーラーにするには国の認可をとらなければ設置で

きないと思うんですが、設置の認可をとってまだ未稼働の部分は案件としてど

のぐらいありますか。 

 

井出エネルギー政策課長 発電施設としての設備認定を経済産業省から得ているものというこ

とでございますが、現在稼働していないものが１０６万キロワット程度まだあ

ると承知しております。 

 

浅川委員  それで、今後県内に、特にメガソーラーについて、どのぐらい設置されるの

か大体わかっていますか。 

 

井出エネルギー政策課長 先ほどの１０６万キロワットと申しますものがどの程度の規模かと

いうのはさまざまなものがございます。仮にこれがメガソーラー、いわゆる１,

０００キロワットのものということになりますと、一般的にはメガソーラー、

１メガのクラスが１.５ヘクタール程度の面積が必要になってまいります。そ

うしますと、１０６万キロワットの発電施設が仮にできる、これがメガソーラ

ーでできた場合ということの仮の前提ですが、その場合には１,５００ヘクタ

ールを超える開発が行われるということになると思います。 

 

浅川委員  その面積が１,５００ヘクタールぐらいということですか。１,５００ヘクタ

ールという驚くべき面積が計画されています。このような太陽光発電が山林に

設置され、景観を損ない、自然災害のリスクをますます高くしていることを私

も大変危惧しておるところです。特に私どもの八ヶ岳南麓には、大量の太陽光

パネルが出現してかなり困っているわけでありますが、災害の発生が懸念され

る部分について、乱開発がかなり進んでおります。これらをとめることもどう

することもできないんですが、このことは県はどのぐらい承知しておりますか。 

 

井出エネルギー政策課長 さまざまなところでいろいろな運動とかいろいろな御意見があるも

のと承知しております。以上であります。 

 

浅川委員  一般的にはこういったものを規制するためには、景観形成条例のような条例

が必要と思うんですが、県はどのように捉えておりますか。 

 

井出エネルギー政策課長 太陽光発電に対しましてどういう形で設置に対する行政指導あるい

は法律上の指導ができるかということにつきましては、大規模な開発につきま

しては、先ほど申し上げました森林に関しては、１ヘクタールを超えるものは

森林法による林地開発許可がございます。また、３０ヘクタールを超えるよう

な非常に大きなものということになりますと、県の環境影響評価条例の適用の
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対象となってまいります。また、１５ヘクタールを超えるという大規模なもの

につきましても、環境影響評価条例のスクリーニング、いわゆる条例を適用す

るかどうかの対象になるということで、大規模なものについてはそういった法

律、条例に基づく対応が県でできると思っております。 

  また一方で、景観を対象といたしました行政の対応といたしましては、市町

村が定めております景観条例におきまして、これに太陽光発電施設を工作物と

して届け出の対象とすることで、景観上のさまざまな指導の対応が可能になる

ということで承知をいたしております。 

 

浅川委員  課長が承知しているかどうかわからないんですが、北杜市ではかなりこうい

った住民運動等が行われて、７,０００とか８,０００とかという署名が集まっ

たような話も聞いております。条例と要綱との違いですが、要綱はあまりにも

縛りがないと聞いていますが、この辺についてはどのように考えているのか。

特に私の地元、北杜市においては、かなり要綱にこだわっていて、条例に行か

ないという部分で周りがかなり危惧しているのですが、いかがでしょうか。 

 

井出エネルギー政策課長 条例に基づく指導と、委員御指摘がありました要綱ですが、行政庁

側で何らかの要綱を策定して指導しているという例は、富士北麓の町村をはじ

めといたしまして、県内でも北杜市におきましてもそういった指導が行われて

いるところでございます。ただ、景観条例に基づく指導ということになります

と、これはやはり条例の強制力、拘束力を持った指導ということが可能になり

ますが、要綱によりますと、これは行政上の指導ということで、条例による効

力とはちょっと異なってきます。あくまで行政上の指導ということに限られて

くるという面があろうかと思います。以上であります。 

 

浅川委員  県としては、市町村に対してどの程度の強制力をもって指導するのか。 

 

井出エネルギー政策課長 県としましては、市町村の景観条例あるいはその他の開発に関する

条例等の制定につきまして、まず景観につきましては、県の美しい県土づくり

推進室が景観法、景観条例を所管しておりまして、私どもエネルギー局と一緒

になりまして、景観対策といたしまして太陽光発電の届け出対象とするように、

市町村の担当者と連絡協議会を持ちまして、指導といいますか、情報提供等を

行っているところであります。また、個別に市町村から相談があった内容につ

きましては、エネルギー局を通しまして、それぞれの対応すべき部署と連絡を

とりながら相談に乗っているという実情でございます。 

 

浅川委員  私、この間代表質問でお聞きしたところ、当局は、今年度中にガイドライン

をつくるというお答えをいただいたんですが、今、ガイドラインによって市町

村は今年中ぐらいにルーズというか、スローな展開をするように聞いておりま

すが、その辺については、ガイドラインをどの程度いつごろまでに設置する予

定でいる考えか教えてください。 

 

井出エネルギー政策課長 太陽光発電の適正導入に向けましたガイドラインの策定につきまし

ては、現在検討を始めているところでございます。これにつきましては、各市

町村とも連携して内容を詰めていく必要もあろうかと思いまして、今後、市町

村との連絡を密にとっていきながら検討していかなければならないと考えて

おります。また、国におきましてもさまざまな動きがございます。自然公園を

めぐる動き、あるいは資源エネルギー庁で固定価格買取制度をめぐる動き等も
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ございます。また、環境省等の動きもございますので、そういった動きも踏ま

えながら、今年度中には何とか策定をしてまいりたいと考えております。 

 

浅川委員  景観条例の中に太陽光を入れている市町村は幾つぐらいありますか。 

 

井出エネルギー政策課長 山梨県内の市町村におきまして現在景観条例で届け出対象にしてい

るのは４市と承知しております。 

 

浅川委員  自然環境や災害も含めて、私どもはやっぱり守っていかなければならないと

いう部分もありますので、ガイドラインがどの程度の強制力を持つのか、どん

な考えか教えてください。 

 

井出エネルギー政策課長 太陽光発電の適正導入に向けたガイドラインでございますが、これ

につきましてはあくまでガイドラインでございますので、強制力を持ったとい

うものは難しいと考えております。ただ、これは発電事業者が計画段階で考慮

すべきもの、検討すべき事項をお示ししたいと考えておりますので、その時点

でこのガイドラインを踏まえて適正な導入を進めていくということは、事業者

の計画段階で柔軟に対応ができる余地のあるもの、計画段階でいえばそういっ

た対応も可能ではないかと思いますので、そういった点で効果があるのではな

いかと考えております。以上です。 

 

浅川委員  井出課長は知っていると思いますけれども、かなりの強制力を持たないと、

災害がもう起きていることも承知していますよね。私の地元では、この２４日

に災害が起きました。大変な災害ですが、課長も、見ていますね。 

 

井出エネルギー政策課長 委員から御指摘がございましたのは北杜市の事例かと思いますが、

現地は確認しております。建設計画中のメガソーラー用地から土砂が流出して、

その下流域の道路、水田等に土砂が流入したというものではないかと。 

 

浅川委員  大体、面積とか、損害金額というと難しいでしょうけれども、面積ぐらいと

か、おおむね何ヘクタールとかわかりますか。 

 

井出エネルギー政策課長 御指摘の案件につきましては、具体的なところについては承知をし

ておりませんが、これは山林の伐採を伴った開発でございますので、現在、森

林環境部でいろいろと調査をしているのではないかと思います。以上です。 

 

浅川委員  局長にあえて最後の質問をさせていただきます。実は今回流出した場所は県

有地です。県有地を市が施工した４５億円にも上る大きな事業ですが、わずか

２時間ぐらいの豪雨の中で流れたんです。だから、３０年とかそんな問題じゃ

なくて、県が強力に指導なり、要綱なんていう何の規制もないものをつくって

もしょうがないので、県で条例の制定なり進めていってほしいと思いますが、

局長の見解を伺います。 

 

赤池エネルギー局長 今まで話が出ましたように、太陽光発電施設が問題になる理由は、今の

災害の問題もありますし、先ほどから出ています景観の問題もあります。景観

につきましては、井出課長からも話しましたように、景観法、それに基づく景

観条例がありまして、市町村でその中で太陽光発電施設を届け出の対象とする

ことで必要な指導は行うことができます。また、防災に関する法令としまして
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も、森林の保全を図るための森林法等により、それぞれ必要な規制がされてお

ります。 

  このように既に幾つかの法令がありますので、県が太陽光発電を規制する強

制力のある条例を制定するためには、これらの法令に抵触しない範囲で、しか

もそれぞれの法令の目的が異なる、保護すべき法的な利益を定める必要があり

ます。また、工作物等の設置を伴う開発は幾つかあるんですけれども、その中

で太陽光発電だけを規制しなければならないという理由も明確に示さなけれ

ばなりません。また、つくる以上は、現実的に規制が可能となるような実効力、

強制力を確保する必要があります。 

  これらの課題がありますけれども、委員御指摘のとおり、景観や防災に関し

ていろいろ問題も生じていますので、関係各課で協議しながら、また国とも相

談するなどとして、本県独自の条例による規制が可能かどうか研究してまいり

たいと考えております。以上です。 

 

       （太陽光発電の適正導入に向けたガイドラインについて） 

小越委員  浅川委員の話の続きですが、今回ガイドラインをつくるということで一歩は

前進かと思うんですけれども、今までもうつくってしまった、稼働しているも

の、それから、１ヘクタールより少ない小さいもの、北杜市も甲府市の周りも、

１ヘクタール行かないところでパネルがバーッと並んでいるところがたくさ

んあります。森林関係なく、農転で農地にもできています。その上で、できて

しまっているところにも、今すぐこのガイドラインの縛りをかけていただかな

いと困ると思うんですけれども、既にできてしまったものに対してもこれを適

用することができるのでしょうか。 

 

井出エネルギー政策課長 ガイドラインにつきましては、立地段階から検討すべきもの、配慮

すべきことを示していきたいという趣旨でございまして、計画段階のところで

事業者に対する理解を求め、適正な導入を図っていこうというものでございま

す。したがいまして、既にできているものに対して適用するという考えではご

ざいません。 

 

小越委員  そうしますと、これからは、売電価格のことも含めて大きいものはなかなか

つくれなくなり、手を挙げることもやめるかもしれない。だけど、先ほどもあ

りましたけれども、既に、未稼働のものを含めて、用地も買ってしまって、こ

れからつくるというところには縛りをかけることができたとしても、既に建設

が始まり、パネルが置かれているところには、土砂の流出や雨水、斜面のこと

含めて、手を加えるようなことをしないと、現実的に今困っている方々に対応

できないと思うんです。条例をつくるのであれば、今これからつくるものも含

めて、準ずるような形で規制をかけ、元へ戻す。それから、エネルギー局だけ

でなくて、土砂災害の警戒区域のこともありますので、農政部とか、全体の知

事政策局、総務部を含めて各課全部集まって、住民説明会をすることも含め、

ガイドラインをつくるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

 

井出エネルギー政策課長 委員御指摘がありました条例の制定ということになりますと先ほど

エネルギー局長が答弁しましたとおり、既存の法律あるいは条例に抵触すると

いうことは非常に難しい。その上でどういったことができるかということで研

究をしてまいりたいと考えております。その研究の中で、その範囲でどういう

ことができるのかということもあわせて研究をしてまいりたいと思います。 
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小越委員  甲府市では今度、要綱で、山梨学院大学周辺は５００平米、それ以外のとこ

ろは１,０００平米で届け出を要することになりました。届け出を要するとい

っても、そこは別に、何の縛りもないわけです。届け出をしただけで、はい、

わかりましたと終わってしまうわけです。斜面がどうであろうが、土砂災害警

戒区域であっても、法律上できると業者が言ってしまうと、甲府市は何にも返

事をしなかったというのが善光寺山でした。それで、今、善光寺山も、雨が降

るたびに、何か事故があったときに誰が責任をとってくれるのか、あの会社が

責任とれるのかと非常に心配しています。それは県も市も承知しているけれど

も、何も手が出せません。 

  広島の事故のようなことがあったときに、もう取り返しがつかないことにな

るので、私は、このガイドラインを策定すると同時に、今困っている問題に縛

りをかけて、撤去するなり、改善するなり、縮小するとか含めたことを、考え

られるのかどうか最後に聞いて終わりにします。 

 

井出エネルギー政策課長 御指摘の点につきましては、過去できているものに対してどういっ

たことができるのか、今現実にできてしまって、災害の危険や、景観上問題が

あるものに対してどういった適用ができるのかという御指摘かと思います。既

にできているものに対しては、少なくとも現状の法律なり条例の中でそこは違

法なくできているとすれば、それは適正な形で法律上の手続は済んでいるとい

うことになろうかと思います。 

  私どもといたしましては、問題となるようなケースが出るたびに、御指摘を

いただいた点につきましては、庁内の検討チームによる検討、あるいは業者に

対する直接の行政指導ということで取り組んでまいりました。そうした形で、

できるだけ安全で、地域の方々の理解に得られるような形で導入が進むことが

望ましいと考えておりますので、この新たにできるものに対しての指導という

観点で引き続き取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 

 

以 上  

 
農政産業観光委員長  桜 本 広 樹  

 


